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「メディアは媒体であるだけでなく、情報の内容とは無関係に
人々の思考や社会に大きな影響を与える」
1960年代、マクルーハンは電子メディアの本質を定義した。

メディアはメッセージである。
……マーシャル・マクルーハン
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文：平野啓一郎
絵：大坪紀久子
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Keiichiro Hirano
小説家。1975年生まれ。1999年京都大学在学中に『日蝕』により芥川賞を受賞。

以後、『葬送』、『ドーン』、『空白を満たしなさい』、『透明な迷宮』、『マチネの終わりに』、
『ある男』、『「カッコいい」とは何か』、『本心』、『死刑について』など、数々の作品を発表。

『三島由紀夫論』（新潮社）で2023年、小林秀雄賞受賞。
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放送・メディア
デジタル時代の

すでに始まってしまった未来について　　　�

エ ッ セ イ

お
別
れ
の
仕
方

　9月13日に、故大江健三郎氏の「お別れの会」が出版各
社の共催で実施され、私も出席して短いスピーチをした。
　早くにデビューしたために、私は同世代の中でも、年長
の作家の葬儀や「お別れの会」に出席する機会が多かった。
20年ほど前までは、葬儀に招かれることも少なくなかっ
たが、最近では、親族による密葬の後、少し落ち着いてか
ら「お別れの会」というのがほとんどである。ドナルド・
キーンさんや瀬戸内寂聴さんの時もそうだった。
　いずれも無宗教で、故人を偲ぶスピーチが続き、生前の
思い出をまとめたビデオが上映されたりする。キーンさん
の時は、パイプ椅子が並べられた着席だったが、瀬戸内さ
んや大江さんの時は、立食形式で、お酒も出ていた。久
しぶりに会う人、ご高齢で普段はもうあまり表舞台に出て
こられない方などと顔を合わせるので、こう言っては何だ
が、話が弾み、方々で笑顔が洩れる。それが不謹慎かとい
うと、私はそう感じない。自分が死んだ時にも、「お別れ
の会」に集まってくれた友人たちが楽しく時間を過ごして
くれるなら、無理に泣いてもらうより、よほどいい。
　著名人だけでなく、一般にも家族葬、密葬は増えてい
る。身内の死を悲しむ家族の思いは特別なので、仕事の関
係者などと、同じ葬儀でそれを共有することは難しい。密
葬とお別れの会を分ける、というのは、ますます一般化す
るのではないか。多様性が尊ばれる時代だけに、お別れの
会自体は無宗教の方が好都合だろう。
　イエ制度が崩れ、当然のことながら墓を維持する、とい
うことが難しくなり、昨今では散骨などではなく、地方自
治体が運営する合同葬儀、合同墓に申し込む人も増えてい
る。経済的な事情もあり、ゆくゆくは、それも一般化する
だろう。
　自分の家族が、自治体の墓で眠っていて、自分もいずれ
世話になると思うと、町に対する愛着も増し、住民自治に
対しても、もっと積極的になるかもしれない。
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放送・メディア
デジタル時代の

「放送と通信の融合」というキーワードが注目されて、
20年余りが過ぎた。
高速通信の進展とともに、両者の融合は大きな潮流となっている。
その潮流の中で動画視聴の環境は大きく変わった。
そして動画サービスとテレビの境界は、曖昧なものになっている。
その現在地を探り、課題について論じる。

Vol.56 2023 Winter



特 集 論 文

　 はじめに

　最近、放送制度をめぐる議論がかしましい。現実
のデータは古典的な電波リニア放送からネット映像
配信への、視聴者と広告のシフトが確実な形で観察さ
れるようになってきた。その環境の中で伝統的な放送
事業者が今後も生き残っていくための課題は多いと思
われる。
　本稿は多面市場の典型例としての商業放送を主に、
ネットシフト時代の放送産業の課題を概観する。

　1.  テレビ放送とネット映像配信の競合
　  　―多面市場間の競争―

　Netflix や Amazon をはじめとした専業プレイヤー
によるプロ・クオリティのネット映像配信事業が本格
化したのは、世界的に2010年代であった。Netflix 社
の事業ドメイン拡張の歴史をたどると、彼らの進化こ
そネット映像配信事業の進化の象徴ともいえる（図表
1）。
　2010年代のビジネス・モデルはSVoD（Subscription 
Video on Demand）モデルであり、実際に競合した
のは、レンタルビデオ事業や多チャンネル放送事業

1

キーワード
ネット映像配信　広告メジャメント　情報空間の健全性　多面市場　知的財産　Netflix

テレビ放送産業とネット映像配信事業が直接競合しはじめたのは2010年代であった。
両者とも多面市場の典型例な産業である。
両者の競合は多面市場の複数市場サイドにて競合し、進化が求められている。
本稿は、守る側の放送側の視点から、どのような対応が求められているかについて、
2023年夏時点でのレビューをするものである。

青山学院大学 総合文化政策学部 教授

内山 隆 Takashi Uchiyama

2040年に向けての
映像メディア政策と戦略
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年 事象 競争相手・モード 補足
1997年8月29日
1998年4月14日
1999年12月16日
2000年
2002年
2007年1月

2010年9月22日

2012年2月6日

2013年2月1日

2014年2月14日
2014～2015年

2015年2月

2016年4月

2017年2月

2017年5月

2018年８月

2018～2020年

2019年2月

2020年11月6日
2021年11月2日

2022年11月3日

創業
オンラインDVDレンタル開始
定額制導入
レコメンド導入
NASDAQ上場

ディスクからネット・ストリーミ
ングへ

カナダ進出
　
初のオリジナル作品 Lilyhammer 
配信開始

House of Cards 配信開始

４K配信

６K製作
　
Virunga　アカデミー賞長編ドキュ
メンタリー部門ノミネート

HDR （HDR10, Dolby vison）
対応発表

The White Helmets　アカデ
ミー賞長編ドキュメンタリー部門
受賞

仏カンヌ映画祭での反発
　
　
広告導入のテスト

　

世界各地での製作拠点
（Production Hub）の確立
　
　
　
米アカデミー賞での反発
　
最初のリニア配信（テスト）

モバイル・ゲームの提供開始
　
　
広告付きプラン Basic with Ads
を導入

対　レンタルビデオ事業者
 
 
資本調達競争参入

対　PC、コンソール型ゲーム

対　海外展開
　
対　ケーブル・衛星放送
　
対　ケーブル・衛星放送　
対　ハリウッド（ナレティブ放送
番組製作）

先端事業

先端事業
　
対　ハリウッド（映画、ドキュメ
ンタリー）
 　

　
対　ハリウッド（映画、ドキュメ
ンタリー）
　

対　映画（フランス）

対　放送、AVoD＆FASTサービ
ス

対　映画／放送　クリエイティ
ブ・リソースをめぐる獲得競争
　
　
対　ハリウッド（映画、ナレティ
ブ）

対　放送

対　ゲーム事業
対　ハリウッド（コングロマリッ
ト・サービス）、Amazon

対　広告放送、AVoD、FAST

初の海外進出。欧州、中米へは翌年2012年。
日本は2015年

このあたりから北米でのケーブル ・コードカット
問題発生

同年エミー賞9部門でノミネート。Netflix初、
テレビ局以外初のノミネート

House of Cards　season 2 が４K配信

House of Cards　season 3 が６K製作（納品）
配信は４K 

Marco Polo  season 1 （2014.12 から配信）
が対応している最初のHDR作品 

ポン・ジュノ監督Okja,　ノア・バームバック監
督The Meyerowitz Stories に対するコンペ対
象資格論争

シリーズものの作品のエピソード間に広告ムー
ビーの挿入

New Mexico （Albuquerque, 2018.10, 
2020.11）、Toronto （2019.2）、Vancouver
（2020.9）、Madrid（2019.4）、London
（Pinewood Group, Shepperton Studios, 
2019.7）

オリジナル作品Romaをめぐるコンペ対象資格論争

フランスにおけるNetflix Direct サービス

「ストレンジャー・シングス: 1984」「ストレンジャー・
シングス3： ザ・ゲーム」「シューティング フープス」
「カードブラスト」「ティーター」の5本

2022年４月 19日、低価格・広告付きプランの
導入を発表。2022年７月 13日　広告付きプラ
ンの提供に向けてMicrosoftと協業発表

図表1　Netflix社の事業略史

出所：筆者作成
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（ケーブル、衛星）で、北米ではコードカットと呼ば
れるケーブル・衛星からの契約者の持続的転移が観
察され、今も続いている。2010年代中盤になると
専業プレイヤーによるオリジナル作品製作の動きが
活発化し、カンヌ映画祭やアカデミー賞などの映画
祭、エミー賞といったテレビ番組表彰の場面でも、
Netflix や Amazon の作品がノミネートされるように
なった。コロナ禍を挟み、2020年代に入ると、AVoD

（Ad-supported VoD）、FAST（Free Ad-supported 
Streaming TV）と呼ばれる広告付き（かつ低契約料金）
の配信ビジネス・モデルでの競争が始まっており、
2023年現在、活発な競争が行われている。
　伝統的に、放送産業の財源は、受信料、広告収
入、有料放送契約（Basic、Pay-Per-Channel、Pay-Per-
View）である。映像配信も、SVoD、AVoD、FAST、
Transaction VoD（または EST; Electronic Sell Through）
と似たような財源手法に近づいている。つまり、伝統
的な放送もネット映像配信事業も、両者とも多面市場
の構造になっており、多面市場な産業同士の競争に
なっている。
　さらにいずれも費用逓減型産業のような費用構造

（高い固定費率）を持ち、報道機関、マスメディアとし
て民主主義を支える基盤としての公共性や社会的要請1）

も強く公益事業としての性格も加わり、規範や最適の
在り方については、一層、多変数を考慮しなければな
らない難しい産業である。
　本稿では放送・ネット配信の三つの市場（面；サイ
ド）を捉える。視聴者市場サイド、広告市場サイド、
番組供給市場サイドである。
　以下では、2節・3節にてネット技術がもたらした
視聴者（市場）とメディアの概念の変化をまとめ、そ
の後に4節で番組供給市場、5節で広告市場に起きて
いる変化をまとめる。

　2.  前提条件としての視聴者市場サイドの　
　　  動き

　サイバーエージェント社が Abema TV事業を開始
（2016年）して以降、藤田晋社長はたびたび「便利さ」
の追求を主張している2）。テレビ登場以前の映画は映
画館まで時間を合わせて行かなければならなかった
し、電波放送のテレビは家庭内固定設備な上にリニア
番組編成なので、視聴には場所と時間を拘束され、何
かと不便である。そこにユビキタス思想なネットの登
場である。実際、総務省 3）、NHK放送文化研究所 4）、電
通 5）、博報堂 6）、他、さまざまな視聴者のメディア接
触に関する暦年性のあるデータも、4媒体からネット
への視聴者シフトを指摘する。ネットの、若い世代で
の浸透から年配世代への浸透、主たるメディアへの躍
進、2020年前後に起きていたテレビ接触時間との拮
抗から逆転、という傾向はいずれの調査においても観
察される。
　視聴者の行動変容として、
　・“いつでもどこでも”な、ユビキタス視聴。
　・タイパ重視の早送り視聴。
　・タイムテーブルに合わせた受動的視聴から、検索
　　の上での能動的視聴への変化。
　・視聴者（と番組コンテンツ供給事業者）が複数サ
　　ブスクと契約するマルチホーミング現象。
　・端末の変化（映画館、家庭内固定テレビから PC、
　　スマホ、タブレット）による、集団視聴から個人
　　視聴への変化。
等が挙げられる。この行動変容は、広告の在り方（や
メジャメント）にも、番組コンテンツの在り方にも影
響をもたらしている。

　3.  放送の事業ドメイン論
　     －放送からメディアへ－

　テレビとネット映像配信が融合？／競合？してい
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AVMSD
2007年12月11日
指令2007/65/EC
(視聴覚メディア・サービス指令)

その後の改定

2010年3月10日
指令2010/13/EU

2018年11月14日
指令2018 /1808/EU

DSM指令
（デジタル単一市場指令）
　　著作権処理

2019年4月17日
指令2019/790

付随して、
改正SatCab指令
（93/83/EEC）
2019年4月17日
指令2019/789

DSA
（デジタルサービス法）

2022年10月19日
規制 2022/2065

フレームワーク
指令
2002年3月7日
指令2002/21/EC

A Common Regulatory 
Framework for Electronic 
Communications 
Networks and Services

1999年

デジタル時代に
おける視聴覚部門
の規制のための
原則
(Principle for 
regulation of the 
audiovisual sector 
in the digital age)

TVWF
1989年10月3日　
国境なき放送指令
（89/552/EEC）

EMFA
（欧州メディア自由法）
2022年９月16日　
委員会採択
（今後、議会審議）

通
信

放
送

図表2　EUでの通信制度と放送制度

出所：筆者作成

くことへの制度的対応が、比較的早かった欧州で
は、伝統的な放送サービスの PSB（Public Service 
Broadcasting）から PSM（PS Media）への転換、BVoD

（Broadcaster VoD）といったワードに、その思想が表
れている。
　放送は“電波ないしはケーブルを伝送路とする、広
帯域片方向コミュニケーションの、不特定多数向けの
電気通信（公衆送信）”といったイメージが一般に強い
と思われる。もちろん詳細は各国の放送法に相当する
法規で定義される。ネット技術が発達して電波伝送
の機能的優位（広帯域信号伝送）がなくなるどころか、
むしろネットの方がより高機能（電波放送にはない双
方向性）になった。そうしたことが予見されたとき、
放送の存在価値を考え直す必然性が生まれ、伝送路レ
イヤーが生む存在価値やレントではなく、プラット
フォーム・レイヤーおよびコンテンツ・レイヤーに存
在意義を見出す方向性が形成された。その「放送」の
再定義として、「メディア」が用いられ、電波伝送に
限らず、放送事業者のネット同時配信および見逃し配
信までを包含して事業ドメインとする流れを、欧州は
形成した。それが電波リニアの PSB 以上の PSM や、

伝統的な放送事業者の番組ステイタスを高める BVoD
というワードに象徴されている。
　具体的には、1999 ～ 2002年あたりから技術的な
中立性（コンテンツと伝送手段の規制を分けて考え、
同一のサービスならば伝送手段に関係なく等しく規
制）を打ち出すことで、電波伝送とネット伝送を無差
別なものとし、一方で、1989年の「国境なき放送指
令」などの放送やその番組／コンテンツへのオーソ
ドックスなさまざまな規制や著作権制度、商取引制度
を、一部の大手ネット映像配信事業にも拡大する流れ

（AVMSD、DSM、DSA、等）を作ってきた（図表2）。
　さらに指摘すれば、歴史的に欧州の放送政策スタン
スは、伝送路ではなくコンテンツを重視してきた歴史
がある。これは、わが国の伝統と全くの正反対であ
る。
　放送は当初から規制産業であり、欧州の場合は相対
的に公共放送が強い産業組織であった故に、政府規制
をかけることは比較的容易であったが、放送概念をメ
ディアに拡大することで、規制とは無縁であった領域
｜ネット｜が規制の範疇に入ることには強い抵抗感
がある。2010年より少し前くらいからマスメディア
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の再定義の議論は行われていた。インターネットの進
化過程の中で、伝統的な公衆送信メディアとも個人の
私的通信とも割り切れない中間的な形態が多く出現し
たことへの問題意識でもある。そして2011年、欧州
評議会閣僚委員会は、「新しいメディア概念の推奨」

（a new notion of media）7）を採択した。
　・全ての関連するプレイヤー（原語は actors）を包含す

　　るメディアの新しい概念を採用する。

　・全てのプレイヤーに関する規制上の必要性を見直す。

　・段階的かつ差別化された対応を考慮する場合は、

　　Appendix に記載されている基準を適用する（メディ

　　アプロセスにおける、具体的な機能と、民主化社会

　　における良いガバナンスの確保または強化における

　　潜在的な影響と意義を考慮して）。

　・適用可能な法的枠組みを適切に把握するために、メ

　　ディアエコシステム内の全てのプレイヤーと対話す

　　る。

　・適切なレベルの公共サービスの提供を促進、開発、　

　　または保証するための戦略を採用する。

　・メディアの生態系での、強い集中の状況に対処する

　　ことに注意を払う。

　問題意識自体は、それほど込み入ったものではな
い。伝統的放送メディアが持つジレンマ―さまざまな
規制や倫理コード、行動規範等に縛られた表現や行動
を強いられている一方で、ネット空間での自由とも無
秩序とも判断しにくい幅広い表現との競合やネット上
でのコンテンツ違法流通の蔓延―を考えれば、ネット
にもその社会的影響力に基づいた規範ある行動を求
めたくなるのは、ある意味では当然である。AVMSD

（Audiovisual Media Service Directive）と DSM（Digital 
Single Market）指令では電波リニア放送とネット配信
に対し、完全に同一ではないものの、無差別な規律を
導入することとなった。
　その後、規制メディアと非規制メディアが複雑に
議論をすることになったのが、DSA（Digital Service 

Act）をめぐる一連の議論であった。DSA ではメディ
ア・サービス・プラットフォームに対してさまざま
な規制が盛り込まれたが、その中の一つに、コンテ
ンツ適正化（Content Moderation）義務がある。一般の
ユーザーによる投稿によって情報空間の健全性が問
題視される現在、その方策としてコンテンツ適正化
の義務を一部の巨大 PFに課すものである。AVMSD
でも規定されている、青少年保護やヘイト排除、海
賊版問題、ジャーナリスト／クリエータへの適正
報酬なども含め、誤情報／偽情報（Mis-information、
Dis-information）の排除義務を課すものである。巨
大 PF は、伝統的なメディア（放送、ラジオ、新聞、
雑誌、等）も自己のコンテンツ掲載に利用しているが、
DSA の2021年秋から22年初頭にかけての審議過程
で、メディア免除（Media Exemption）というアイデ
アが議論されていた（結果的には不採用）。特に新
聞・出版などの紙メディアの団体から要望され、欧
州放送連盟（EBU）も賛成に回っていた。EC 欧州委員
会の事務局、法務委員会（JURI）と文化・教育委員会

（CULT）も賛同していた。欧州現地メディアからすれ
ば、自分たちの記事が（米国資本の）巨大 PF 上にアッ
プされる際、その PF のコンテンツ適正化（悪意を
持った言い方をすれば検閲）を受けることになり、欧
州メディアの沽券と尊厳に関わる問題でもあったた
め、プロによる投稿はコンテンツ適正化義務の対象か
ら外す免除規定である。しかしながら免除規定を設け
ることでさまざまな抜け道が生まれることが予想さ
れ、誤情報／偽情報を排除するという DSA の本来の
目的に対し、重大な懸念も出されていた。結果として
はこのアイデアは盛り込まれなかった。
　そのかわりに、PF がそのサービスを行う上で、欧
州法規上のメディアの自由と多元性を考慮しなければ
ならないという、よりソフトな条項を追加する形で、
議論が進んでいたのが、2022年1月から4月にかけて
であった。原案の12条 Terms and conditions（最終
的には14条）での“providers of intermediary services 
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shall respect the freedom of expression, freedom and 
pluralism of the media, and other fundamental rights 
and freedoms, as enshrined in the Charter as well as 
the rules applicable to the media in the Union.”の、特
に“as well as the rules applicable to the media in the 
Union”である。規制産業であった EBU は、ある意
味、ここで妥協していたが（４月21日 8））、非規制産
業である紙メディアは、難色を示しつつもこれを推す
しかなかった。しかしながら「『EU のメディアに適用
される規則』への言及は、a）これらの規則は加盟国間
で統一されていない（視聴覚サービス指令など EU の
法律で確立された一般原則にもかかわらず）、b）これ
らの規則は編集コンテンツの提供者にのみ適用され、
仲介業者や情報社会サービスの提供者には適用され
ない、という事実により、解釈の問題をさらに大き
くしている」とされ9）、４月25日には、政治的合意が
なされたとされる10）。最終的には as enshrined in the 
Charter（欧州基本権憲章）部分だけ残り、結果的に欧
州現地メディアの意向は、通らない形となった。
　その後、EBU は、加盟社に今後のサード・パー
ティー PF との対応の在り方を知らせている11）。また
EU での新しい議論 EMFA（欧州メディア自由法）12）

という形で、場を変えて、再び地場メディアの守られ
るべき権利を再定義しようとしている。
　わが国では、伝統的な伝送路基準に基づき、電波と
ケーブル、IP マルチキャストを用いる放送と、通信
回線である（ユニキャスト）ネットは、制度上、別の
ものとして存在しており、それぞれ根幹の放送と通信
の定義（放送法と電気通信事業法）に触らないままに
対処すべく、数々の会議体で議論がなされている。

　４.  映像製作サイド

4.1　制作局関連　制作者や知財財産（IP）の囲い込み
　Netflix の歴史を見たときに、2010年代前半にオリ
ジナル作品の製作を開始し、後半に入ると、世界各
所に製作拠点（Production Hub）の構築に熱心になる。
図表1の表中にある米・欧の各所のみならず、韓国・
Studio Dragon との長期契約 13）や、わが国での東宝砧
第7、第10 スタジオの長期契約 14）、Production I.G、
ボンズ、アニマ、サブリメイション、デイヴィッドプ
ロダクションといったアニメ製作会社とのパートナー
シップ契約 15）などもその一例である。おのずとそれら
の拠点をベースにした製作活動が行われ、著名な才

作品名 ＢＢＣ側 配信先
Bodyguard
McMafia
The Last kingdom 1st season
2nd season
3rd season
(4th season) planed

Troy fall of city
Black Earth Rising
Good Omens

BBC1にて、2018.8.26から放送

BBC1にて、2018.1.1から放送

BBC2にて2015.10.22から放送

BBC2にて2017.3.16から放送

N.A.

BBC1にて2018.2.17から放送

BBC2にて2018.9.10から放送

BBC2にて2020.1.15から放送

UK･アイルランド以外は、Amazonで2018.10.24から配信（国内はiPlayer）

BBC WWがAmazonと配信契約（2017.9）

Netflixへの番販、配信

Netflixとの“共同製作”

Netflix・オリジナル製作、2018.11.19から配信

Netflixとの“共同製作”。UK外にて2018.4.7から配信

Netflixとの“共同製作”。UK外にて2019.1.25から配信

Amazonとの“共同製作”。2019.5.31にAmazon Primeにて
全話配信。制作BBC Studio、配給BBC WW

図表3　BBCの配信２強との協働

出所：筆者作成
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能も、Netflix・オリジナル作品に関わるようになって
いった。つまりフリーで活躍する才能や小規模制作会
社にとって、伝統的な映画、放送、CM、VP（Video 
Package）以外に、新たに大きな仕事の口が生まれた
ことになる。
　例えばわが国でも、Netflix 上陸（2015年）前であれ
ば、アニメ製作会社にとっての主たる作品出口はテレ
ビ放送とパッケージであった。Netflix 上陸後は、当
初から世界配信を前提とした（日本の放送局の相場よ
りも）高額な製作予算による契約が行われた結果、ア
ニメ製作会社の相対的な地位の向上（収入増、交渉力
の上昇）があった印象がある。一方で Netflix 側から
見れば、世界水準と比較すればかなり低予算の、し
かし世界の中でも高品質なアニメ作品の（まとまった
量の）調達ができたという win-win な構図が、当初は
あった。
　GAFA、Netflix 等の巨大 IT 事業者の強みの一つ
に、高い資本調達力があり、実際、時価総額評価では
際立った存在感を示す。それが故に短期間での世界流
通網の構築にもつながったし、また個々の作品への
予算もかなり大きかった（が2021年頃から頭打ちであ
る）。コロナ禍前の欧州において、強い知的財産（以
下、「IP」）の欲しい Amazon や Netflix は、共同製作
を伝統的放送局に持ち掛けた。新規参入者にとっては
ブランドの確立した「IP」（単に完成作品ということの
みならず、ストーリー、キャラクターなど、「IP」と
してくくることができるもの）は事業拡張のためにも
ぜひとも利活用したいものである。伝統的な放送局で
の成功したドラマシリーズや出版社が持つ小説、マン
ガ原作は、大変魅力的である。一方で放送局側から見
ると、Netflix、Amazon が持つ製作予算があまりに巨
大で魅力的でもある。
　BBC もその一つである。世界最強レベルの海外
番販能力を持つ放送局が、その海外展開の一部（UK
を除く世界での配信権）を捨ててまで、Amazon、
Netflix との国際共同製作を行っていたことは大きな

変化である。

4.2　報道局関連　情報空間の健全性
　「情報空間の健全性」やサイバー空間での誤情報／
偽情報への対処は世界的な課題であるし、それに対
する対抗策として20世紀以来、プロとしてのマスメ
ディアが持ち続けてきた規範に対する期待は大きい。
わが国でも総務省「デジタル時代における放送制度の
在り方に関する検討会　公共放送ワーキンググルー
プ」にて活発な議論が行われたし、通信側の総務省

「プラットフォームサービスに関する研究会　誹謗中
傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググ
ループ」とも関連性が強く、インターネット上の誹謗
中傷への対策（プロバイダ責任制限法）ともつながっ
てくる。なぜならば放送事業者によるネット上での事
業活動も急速に普及しているからである。
　欧州でもコンテンツ適正化は一つのキーワードに
なっている。一方でプロのステイタスもまた問われて
いる。放送は各国において許認可事業であり、プロと
しての参入に法的な裏付けがあるものの、新聞・出版
といった紙メディアはそうした裏付けを持つことは乏
しく、プロとアマチュアの境界はあいまいで、連続的
である。
　コンテンツ適正化は、米国でも連邦レベルであれ
ば、1996年成立の通信品位法（CDA ; Communications 
Decency Act）の第 230 条の免責条項の改正にまつわ
る議論があり、また各州レベルにおいても、現時点

（2023年8月）で、多くの州で実施または検討がなされ
ており16）、それぞれの対応や強度に違いが見られる。

　5.  広告市場サイド

　広告市場において、4 マス媒体（テレビ、新聞、ラ
ジオ、雑誌）のうち、新聞、ラジオ、雑誌の広告市場
が明確な減少衰退、テレビが微減、ネット広告が増
加、というこの15年間のトレンドは、日・米・欧、
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いずれにおいても変わらない17）。そうした環境の下
で、（放送事業者目線で見れば、）唯一、今後の伸びが
期待できる収入源がネット動画広告市場である（図表
4）。
　ネット動画配信サービスの中で、主に動画広告を付
ける場としては、
① YouTube に代表される UGC 型の動画シェアリン
グ・サービス。
②プロの映像の SVoDサービス等を、広告付き／低料
金型としたAVoD型や、FAST 型のサービス。
③放送事業者の電波リニア放送サービスのネット同時
配信・見逃しサービス。
が挙げられる。ネット動画広告市場はそれらのサービ
ス・パブリッシャーやプラットフォーマーによりパイ
を奪い合う競争となるし、また広告クライアントの広
告予算の制約を考えれば19）、ネット以外の４媒体、他
の広告市場からも争奪競争となるものである。
　③の放送事業者にとって、電波放送での広告枠の売
り方や特性と、ネット配信サービスでのそれらは、同
じとはいえず、現在、混乱を生じている。

　元来、電波リニア放送の広告枠は、北米であれば
ニールセン社、わが国であればビデオリサーチ社が、
当該地区でサンプリングした世帯（パネルデータ）に
計測器を置き、世帯単位／分単位のテレビ視聴動向
を測定（メジャメント）したものから推計される当該
地区の世帯視聴率（カレンシーデータ）を計算、それ
を基に GRP（Gross Rating Point；一定期間に放送さ
れたテレビ CM の視聴率の総和）を計算し、GRP １％
当たりの単価を乗じて取引されるものであった。メ
ジャメントに関しては、当初から標本調査では避けら
れない統計的誤差や世帯単位計測の妥当性、視聴質な
どの形で指摘されていた視聴のエンゲージメントの度
合い、などの課題もいわれていたが、片方向コミュニ
ケーションであった放送において、効率的な代替測定
方法は生まれなかった。
　一方ネット広告は、双方向コミュニケーションを生
かし、標本ではなく実数での測定（インプレッション
数、クリック数、UB 数、等）も可能であったし、ま
た IP アドレスやアカウント ID などで、閲覧個人の
特定も技術的には可能である。クッキー技術を用い

2027
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3X more revenues than SVOD ($118bn)
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図表4　放送関連広告市場の実績と伸び予測

出所：Omdia（2022）18）
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て、行動履歴データまで収集可能であった。また受け
手を特定する広告配信であるプログラマティック（ア
ドレッサブル・ターゲティング）広告も技術的に可能
である。こうした背景の上で、伝統的なマーケティ
ング AIDMA モデルの発展形ともいえるファネル・
モデルでの視聴・認知から購買に至る CV（コンバー
ジョン）捕捉の重視が叫ばれてきた。
　放送事業者が、電波放送の番組と編成を基に、ネッ
ト同時配信や見逃し配信を始めたこと、また結線テレ
ビ（CTV; Connected TV、チューナーレス TV）が急
速に普及したことで、電波を経由せずにネット配信経
由で、スマホ・タブレットではない形で、放送番組を
視聴するスタイルが、例外的なものではなくなってき
た。それ故に電波リニア放送とネット配信の二つの広
告枠の売り方が商業放送局の売り上げに直結する重要
な問題に浮上している。視聴者は電波放送から分散

（fragmentation）し、電波放送の視聴率は下がること
になった。逆に配信サービスのアクセス数は長期増加
トレンドにあるが、同じ番組をサイマル発信している
電波とネット双方の広告売りを、整合的に広告主と代
理店に販売する方法の問題である。
　 北 米 で は、 ニ ー ル セ ン に よ る 伝 統 的 な 放 送 広
告メジャメントとカレンシーに対して、Comcast 
NBCUniversal, Paramount Global, Fox, Warner 
Bros. Discovery, TelevisaUnivision, VAB（Video 
Advertising Bureau）の連合協議会である JIC（Joint 
Industry Committee on Premium Video Currency）
の反発と活動が活発である。2021年4月、「ニールセ
ンによる従来型 TV の視聴率の計算に誤りがあった」
とする VAB の発表から、NBCU をはじめとする各
社が、ニールセンが受けていた MRC（Media Rating 
Council）による認定の取り消しを要求し、実際に一時
認定停止となった。同時期、ニールセンのみならずメ
ジャー・ネットワーク各社も、実数ベースのクロス・
メディアなメジャメント開発を行っており、新しい放
送・配信融合時代のメジャメント＆カレンシーの主

導権をめぐる争いが垣間見えていた。現在、JIC には
Disney、ABC 以外のメジャー・ネットワークが参画
しており、ニールセン対 媒体側という対立構図が見
えるが、2023年夏時点で、JIC から具体的な新しいメ
ジャメント＆カレンシーが提示されているわけではな
い20）。実際2023年のアップフロント・セールスでは、
同年4月に再認定を受けたニールセンのパネル型測定
が、主たる、認定されたカレンシーとして用いられて
いた21）。これらの活動や論争からは、クロス・メディ
アなメジャメントの難しさが透けて見える。

①計測端末と期間の問題
　リニア放送後の見逃し（放送／配信）の視聴端末は、
2000年代のうちは家庭用 DVR、2010年代は、PC、
スマホ、タブレットであった。媒体とすれば視聴者に
より多く番組（と CM）を見てもらったとしたいと考え
るので、それらを合算して測定結果にしたいと考え
る。その際リニア視聴と後日視聴の重複視聴分を削
除する必要があった。またわが国での見逃し配信は1
週間程度であるが、欧州では1カ月という場合もある。
実際、データを取ると放送開始から3日程度および7
日程度でおおむねの視聴需要が満たされることが判明
しており、ニールセン社は C3/C7と呼ばれるメジャ
メントを2006年に導入し、生放送中の CM 分とその
後3日間または7日間の DVR による再生の平均視聴
率をカウントしている。また2015年には PC、スマホ
等での視聴を組み込み、2017年に Hulu と YouTube 
TV での視聴を C3/C7に組み入れている。ただしあく
までパネルデータである。

②パネルか実数か？　
　おおむね、世界のトレンドは、クロス・メディア測
定においても実数ベースへシフトすべく動いている
が、2023年夏時点において、いまだ確立的なものが
共有されているわけではない。実際、米国の放送メ
ジャーはニールセンのパネルデータに批判的ではあ
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るものの、上述のように2023年のアップフロント・
セールスではニールセンのパネル型調査が、唯一、認
定されたカレンシーとして用いられていた。決着こそ
してはいないが、世帯測定から個人測定へ、また後述
の個人情報保護の流れは、世界共通であり、実数ベー
スへの移行は必然的とみられる。

③正確性
　放送が用いてきたパネルデータには、標本データで
ある以上、統計的誤差はつきものである。一方、イン
ターネット広告では、早い段階からアド・フラウド問
題が提起されていた。実数故に統計的誤差という概念
がなくなるものの、人間が見ているのかどうか、また
エンゲージメントという言葉に象徴されるような、実
際に閲覧者の注意を引いているのかどうか、では議論
の余地が生まれ、また悪用する事例も多々出ていた。

④広告単価の問題
　放送事業者が、いまひとつネット展開に熱心になれ
ない理由を挙げるとすれば、従来の放送広告売上に
比して、ネット広告の売上水準が小さいことが挙げ
られる。それは規模というよりは単価の問題である。
2023年の米国アップフロント・セールスにおいて、
各コングロマリットでは、リニア放送からデジタル／ス
トリーミングへの販売シフトは進んだが、“Max 22）’s ad 
tier isn’t yet big enough to replace dollars lost by the 
company’s linear networks on a one-to-one basis”とい
う言葉 23）に象徴されているように、単価の点でネット
に積極的になれないようである。
　VAB と Google の間でのちょっとした論争 24）も、背
景にネット広告単価を上げたい伝統的放送事業者の意
思が見え隠れする。Google は純粋にインプレッショ
ン数 25）を基礎とするネット広告メジャメントを主張
するが、VAB 側は広告が置かれる環境（つまり番組
等の本源的コンテンツ）の良し悪しを反映したメジャ
メントを主張する。アマチュアの作った動画と、プ

ロが作った動画では、付随広告の効果が異なるはず、
というものである。それによって、VAB、ひいては
NBCU や FOX をはじめとした伝統的放送事業者は、
ネット広告単価を放送広告単価に近いレベルに引き上
げることで、視聴者のネットシフトに伴う事業のネッ
ト転換での売り上げの維持を模索したいことが推察
できる。ただし VAB 側の主張も、まだ具体的な広告
サービスの形になっているわけではないので、CPM
等、広告単価の動向はしばらくの観察が必要と考え
る。

⑤個人情報問題 －同意の取得
　双方向メディア故の問題である。EU の GDPR、カ
リ フ ォ ル ニ ア 州 で の CCPA（California Consumer 
Privacy Act）、米国（連邦）での ADPPA（American 
Data Privacy and Protection Act）にまつわる議論 26）な
どのインパクトによって、プログラマティック（アド
レッサブル・ターゲティング）広告の実施には、事実
上、1st パーティ・データの収集が、不可欠となった。
米国ではコングロマリットを挙げて、1st パーティ・
データの拡大に熱心な状況となっている。理論的に
は、個人を特定しない（個人の同意が不必要な）形で
の視聴履歴データの収集と活用もオプションとして存
在 27）するし、それは公衆送信を前提とした放送の特性
を活かすとも考えられるが、やがて取得したデータ間
の管理と、結合や突合、プロファイリングなどによっ
て個人推定され得ることも起きる。個人を特定しない
ままにデータを保とうとすると、データ利活用できる
範囲は極めて限定的になる。データ利活用の自由度を
高める点においても、個人の同意を前提とするオプト
イン型のモデルへ傾倒しているが、その同意取得プロ
セスがあるが故に、収集できるデータ量（閲覧者）は、
個人を特定しないオプトアウト型に比べれば、格段に
小さくなる。利活用の自由度とデータ量の間にジレン
マがあるわけである。
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6. 結語

　本稿では視聴者、番組制作、広告の三つの市場（サ
イド）を捉え、視聴者市場の変化を所与として番組制
作、広告の二つの市場の変化を俯瞰した。もちろんこ
の二つの市場での変化が他の二つの市場へ与える逆作
用の変化も考えなければならない。
　片方向メディアであった放送が双方向化することの
影響が、特に広告市場においては顕著である。上述の
ように、集団視聴／不特定多数向けの公衆送信から、
より個人を意識していく流れが作られており、それが
やがてユニット・エコノミクスのような企業の囲い込
み戦略につながっていくことは容易に想像できる。た
だそれは公衆送信から私的通信的に傾斜していくこと
でもある。その性格の変化は冒頭に記した放送の事業
ドメインを考える際の前提条件を大きく変えるもので
もある。
　20世紀後半に完成した電波リニア放送の広告収入
を主とする商業放送局ビジネス・モデルは、高い効率
性を極めた完成されたビジネス・モデルである。そこ
から競争の激しいネット配信領域への事業シフトが、
視聴者と広告主に引っ張られる形で、求められてい
る。似たような多面市場構造であるが、利益率や収益

性は電波リニア事業に比べれば良いものではない。し
かしじわじわとゆっくりと（10年から四半世紀くらい
の時間をかけて）変化していくことは、企業にとって
対応が難しくなりがちで、有能ゆえの罠（competency 
trap）、あるいはゆでガエル現象となりやすい。四半
世紀先には、本業転換となっているかもしれないが、

（広告主と視聴者シフトが止まってくれれば）そうでな
いかもしれないのである。できれば今のままでやり過
ごしたいという感情が起きやすい。生き残るかどうか
は、企業自身が意思と展望を明確にしておくことが求
められる。

Takashi Uchiyama 
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　1.  はじめに

　「放送の地域性確保」はこれまでも重要な論点で
あったが、地域によって放送サービスの実態が種々
様々であることと、放送制度の基本が事業者の自主・
自律を根幹としていることから、しばしば議論は遠回
しな物言いとなり、理念先行、具体策先送りという状
況が続いてきた。本稿では、いよいよ具体的な合意形
成の段階を迎え、今後もその継続的な分析・検討が必

要となる「放送の地域性確保」の在り方について、ま
ず議論の前提となる基礎情報を確認し、制度変更を含
む最近の動向を整理した上で、いくつかの視点を提供
していきたい。

　2.  地上波民放テレビの現状

2.1　厳しいローカルテレビ局経営
　2019年にインターネット広告費がテレビ広告費を
超え、2021年にはマスコミ 4媒体広告費も上回った1）。

2

キーワード
放送の地域性確保措置　番組同一化　系列ネットワーク　ローカル局　広域圏　TVメタデータ

放送の地域性をどう確保するのかが議論されている。
苦境にあえぐローカル局経営を系列ネットワークの枠組みで救済する制度変更では、
これまで別々に放送されていた地域番組を複数放送対象地域で同一化することを認めているが、
これは事実上の「県域圏」の「広域圏」化である。
同一化の認定要件として、「視聴者への説明責任が果たされるようなPDCAサイクルの確保」や

「情報の発信を適切に評価するための定量的な指標の設定」といった地域性確保措置が求められているが、
その具体的な検討には、すでに複数の都府県で同一番組が放送されている「広域圏」の
放送の地域性を検証することが有効ではないか。

京都産業大学 現代社会学部 教授

脇浜 紀子 Noriko Wakihama

放送の地域性確保を考える
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売上高科目

業態

三大広域圏系列テレビ局

系列ローカルテレビ局

独立局

金額（億円）

14,475

5,491

492

前年比増減率（％）

▲0.2

▲1.8

1.5

金額（億円）

1,043

227

34

前年比増減率（％）

▲22.3

▲42.4

▲10.8

経常利益

デジタル情報通信技術の進展によるメディア環境の変
化の中で、今年、放送開始から70年となる地上波テ
レビ事業の経営は厳しさを増している。日本民間放送
連盟（民放連）がまとめた2022年度民放地上波決算状
況の経常利益の前年比を見ると（図表1）、三大広域圏
の系列テレビ局は22.3% 減、系列ローカルテレビ局は
42.4% 減、系列に属さない独立局は10.8% 減となって
おり、とりわけ、ローカル局経営が深刻な局面を迎え
ていることが分かる。
　キー局が制作する番組を地域で放送するというロー
カル局の従来事業モデルは、伝送路が多様化した時代
に有効性を失っており、先般、その存続のための制度
変更が行われたところである。どのような経緯で、ど
ういった制度変更が行われたのかは後述するが、まず
は議論の前提として国内の放送事業の姿を確認してお
こう。

2.2　テレビ局の置局状況
　「放送の地域性確保」を考えるには、テレビ局の置
局状況を把握することが出発点となる。地上基幹放
送事業者に当たる民放テレビ局は国内に127局存在し

（図表2）、いずれもそれぞれの放送対象地域に対して
地域放送免許を交付されている。このうち114局は五
つの系列ネットワークに組織化されているわけだが、
こうした民放テレビの構造は一般にあまり認識されて
いないのではないだろうか。

　京都の学生たちに、よく見るテレビ局の名前を聞く
と、「日本テレビ」や「フジテレビ」という答えが返っ
てくるが、これは正しくない。関西では、日本テレビ
の番組は讀賣テレビで、フジテレビの番組は関西テ
レビで見ているのである。また、筆者の地元兵庫県
の住民に、福岡県には5局、広島県には4局、県域の
民放テレビ局があると伝えると驚きの声が上がる。兵
庫県の県域民放テレビは1局しかないからだ。地域メ
ディア環境というのは所与のものなので、転居などで
他地域の環境に身を置かない限り、その差異に気付か
ず、問題意識が生まれにくいことが、「放送の地域性
確保」の議論の最初のハードルとなっている。
　では、置局が依拠している放送対象地域の規律につ
いても整理しておこう。放送対象地域とは、「同一の
放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認め
られる一定の区域」（放送法第91条第2項第2号）のこ
とであり、その地域の自然的、経済的、社会的、文化
的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して、総務省の
告示である基幹放送普及計画において規定することに
なっている。民放テレビに関しては、原則、都道府県
行政単位が放送対象地域となっていて、現在、42の
県域（都道府含む）があり、例外は、県域局がない茨
城と、複数の県域での相互電波乗り入れ地域となっ
ている「鳥取・島根」と「岡山・香川」である。そし
て、これ以外に、三大広域圏といわれる関東広域園

（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬）、近

図表1　2022年度民放地上波決算状況

出所：一般社団法人日本民間放送連盟発表の会員社の2022年度決算状況より筆者作成。https://j-ba.or.jp/category/topics/jba106024
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JNN・28局 FNN・28局 ANN・26局 TNX・6局 県域独立局・13局NNN・30局
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
東京

群馬
栃木
茨城
埼玉
千葉
神奈川
新潟
長野
山梨
静岡
富山
石川
福井
愛知
岐阜
三重
大阪
滋賀
京都
奈良
兵庫
和歌山
鳥取
島根
岡山
香川
徳島
愛媛
高知
広島
山口
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄

北海道放送
青森テレビ

アイビーシー岩手放送
東北放送

テレビユー山形
テレビユー福島
TBSテレビ

新潟放送
信越放送
テレビ山梨
静岡放送

チューリップテレビ
北陸放送

CBCテレビ

毎日放送

山陰放送

山陽放送

あいテレビ
テレビ高知
中国放送
テレビ山口
RKB毎日放送

長崎放送
熊本放送
大分放送
宮崎放送
南日本放送
琉球放送

札幌テレビ放送
青森放送
テレビ岩手
宮城テレビ放送
秋田放送
山形放送

福島中央テレビ
日本テレビ放送網

テレビ新潟放送網
テレビ信州
山梨放送

静岡第一テレビ
北日本放送
テレビ金沢
福井放送 *

中京テレビ放送

讀賣テレビ放送

日本海テレビジョン放送

西日本放送
四国放送
南海放送
高知放送

広島テレビ放送
山口放送
福岡放送

長崎国際テレビ
熊本県民テレビ
テレビ大分 *
テレビ宮崎 *

鹿児島讀賣テレビ

北海道文化放送

岩手めんこいテレビ
仙台放送
秋田テレビ

さくらんぼテレビジョン
福島テレビ

フジテレビジョン

NST新潟総合テレビ
長野放送

テレビ静岡
富山テレビ放送
石川テレビ放送

福井テレビジョン放送
東海テレビ放送

関西テレビ放送

山陰中央テレビジョン放送
岡山放送

テレビ愛媛
高知さんさんテレビ
テレビ新広島

テレビ西日本
サガテレビ
テレビ長崎
テレビ熊本
テレビ大分 *
テレビ宮崎 *

鹿児島テレビ放送
沖縄テレビ放送

北海道テレビ放送
青森朝日放送
岩手朝日テレビ
東日本放送
秋田朝日放送
山形テレビ
福島放送
テレビ朝日

新潟テレビ21
長野朝日放送

静岡朝日テレビ

北陸朝日放送
福井放送 *

名古屋テレビ放送

朝日放送テレビ

瀬戸内海放送

愛媛朝日テレビ

広島ホームテレビ
山口朝日放送
九州朝日放送

長崎文化放送
熊本朝日放送
大分朝日放送
テレビ宮崎 *
鹿児島放送
琉球朝日放送

テレビ北海道

テレビ東京

テレビ愛知

テレビ大阪

テレビせとうち

TVQ九州放送

東京メトロポリタン
テレビジョン
群馬テレビ
とちぎテレビ

テレビ埼玉
千葉テレビ放送
テレビ神奈川

岐阜放送
三重テレビ放送

びわ湖放送
京都放送

奈良テレビ放送
サンテレビジョン
テレビ和歌山

図表2　全民放地上波テレビ局の置局状況（ネットワーク別）

出所：日本民間放送連盟の資料より筆者作成。　*はクロスネット局
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畿広域圏（大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山）、
中京広域圏（愛知・岐阜・三重）があり、日本のテレ
ビ放送はこの三大広域圏から始まった。
　広域圏から始まった放送が、県域免許制に移って
いったのは、田中角栄郵政大臣時代の「テレビジョ
ン放送用周波数の割当計画表（第1次チャンネルプラ
ン）」（1957年6月）策定からであり、つまり、行政裁
量によって、どこまでの地域に対して同一の番組を放
送するかについて、広域圏と県域圏の二重基準が定着
させられたことになる。他方で、系列ネットワークに
は法的根拠はなく、全国のニュースを取材するための
連携や広告主の全国リーチへのニーズに応えるべく、
私企業間で行われてきた経営上の取引から形成された
ものである。
　こうした民放テレビの置局と系列ネットワーク構造
を基礎情報として踏まえた上で、次節より今回の制度
変更の過程を振り返っていこう。

　3.  制度変更の経緯

3.1　既存放送事業者への期待
　2021年11月より総務省で開催されている「デジタ
ル時代における放送制度の在り方に関する検討会（以
下、在り方検）」では、地上波テレビに係る課題につ
いて多様な論点から意欲的な議論が続けられてきた。
特徴的なのは、インターネットを念頭に放送以外にも
拡大している情報空間を全体として捉え、そのイン
フォメーションヘルス（情報的健康）の確保という観
点から放送の社会的役割を評価したことである。若者
を中心に「テレビ離れ」が進み情報取得手段が多様化
しているからこそテレビの役割があるという、一見、
相矛盾する論法だが、それだけ、フェイクニュースや
フィルターバブルの問題が深刻になっているという背
景がある。去年8月に公開された「在り方検」の取り
まとめ2）では、取材や編集に裏打ちされた信頼性の高
い情報発信、「知る自由」の保障、災害情報や地域情

報等の「社会の基本情報」の共有、多様な価値観に対
する相互理解の促進などを挙げ、健全な民主主義の発
展に貢献してきた社会基盤として、放送の価値を位置
付けた。
　そして、既存の放送事業者がその価値を引き続き提
供していくことを期待するとし、特にローカル局につ
いては、次のような記述がある。

　　各地域における情報発信の主な担い手は、地域に
　　根ざしたローカル局であり、災害時の地域住民の
　　命を守る情報の発信拠点としての役割をはじめ、
　　ローカル局の役割はなくてはならないものであ　
　　る。ローカル局が構築しているこの取材網は、特
　　定の地域内に留まらず、系列放送局による全国的
　　な取材ネットワークを通じて、社会全体のニーズ
　　に応えた情報発信も行っている。

　こうした観点に基づき、「在り検」は、ローカル局
の経営難を系列ネットワークという既存の枠組みの中
で救済する方向性での提言を行い、それを受けて二つ
の制度変更が行われた。

3.2　経営の選択肢の拡大
　二つの放送制度変更とは、①マスメディア集中排除
原則の見直し（12地域制限の撤廃）、②複数の放送対
象地域における放送番組の同一化、である。いずれも
放送事業者の経営の選択肢を拡大するものであり、こ
れらは、第4回「在り方検」のヒアリング（2022年1月
24日）で放送事業者から要望されたものだ。
　①は、フジ・メディア・ホールディングスの要望
で、認定放送持株会社 3）で保有できるローカル局の放
送対象地域の数の制限撤廃を求めた。表現の自由がで
きるだけ多くの人たちに享有されるようにするため、
一の者が保有できる放送局の数を制限するのがマスメ
ディア集中排除原則であるが、経営の自由度を上げる
目的でこれまで段階的に緩和措置がなされてきた。そ
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フジテレビジョン
ニッボン放送
BSフジ
サテライト・サービス（CS）
仙台放送
長野放送
NST新潟総合テレビ
テレビ新広島
福島テレビ
岩手めんこいテレビ
沖縄テレビ放送
関西テレビ 放送
秋田テレビ
テレビ熊本
岡山放送
山陰中央テレビジョン放送
北海道文化放送
テレビ静岡
テレビ愛媛
高知さんさんテレビ ※2

J-WAVE ※1

エフエム仙台 ※2

さくらんぼテレビジョン ※2 
FM802 ※1

長崎国際テレビ

100%

100%

100%

100%

72.3%

44.0%

33.7%

33.5%

33.3%

32.6%

30.2%

24.9%

24.4%

24.2%

23.7%

21.6%

21.0%

21.0%

20.2%

19.9%

18.2%

13.5%

12.0%

11.5%

11.0%

TBSテレビ
TBSラジオ
BS-TBS
CS-TBS（CS）
テレビユー山形 ※2

テレビユー福島 ※2

テレビ高知
テレビ山口
あいテレビ
チューリップテレビ ※2

100%

100%

100%

90%

24.5%

20.8%

14.0%

12.6%

11.6%

11.2%

テレビ東京 ※1

BSテレビ東京 ※1

インタラクティーヴィー（CS） ※1

TVQ九州放送 ※1

テレビ大阪 ※1

テレビ愛知 ※1

100%

100%

42.5%

11.5%

11.0%

10.1%

日本テレビ放送網
BS日本
CS日本（CS）
アール・エフ・ラジオ日本
中京テレビ放送 ※2

札幌テレビ放送 ※1

静岡第一テレビ ※1

広島テレビ放送 ※1

熊本県民テレビ ※1

テレビ信州 ※1

鹿児島讀賣テレビ ※1

福岡放送 ※1

讀賣テレビ放送 ※1

テレビ金沢 ※1

長崎国際テレビ ※2

テレビ新潟放送網 ※1

福島中央テレビ ※1

西日本放送 ※1

テレビ岩手 ※1

宮城テレビ放送 ※1

山口放送 ※1

100%

100%

100%

96.3%

30.7%

29.9%

24.0%

24.0%

20.0%

19.6%

19.4%

16.9%

16.1%

15.7%

15.6%

15.2%

15.0%

14.9%

14.2%

10.6%

10.4%

テレビ朝日
BS朝日
シーエス・ワンテン（CS）  
静岡朝日テレビ
福島放送
東日本放送
岩手朝日テレビ
山形テレビ
青森朝日放送
長野朝日放送
新潟テレビ21
秋田朝日放送
大分朝日放送
北陸朝日放送
琉球朝日放送
山口朝日放送
長崎文化放送
熊本朝日放送
名古屋テレビ放送
鹿児島放送 
北海道テレビ放送
愛媛朝日放送テレビ

100%

100%

100%

31.6%

27.2%

27.0%

25.1%

23.5%

21.9%

21.3%

21.1%

20.7%

19.9%

19.9%

19.8%

19.8%

19.7%

19.5%

17.4%

17.2%

16.8%

14.0%

CBCテレビ
CBCラジオ

100%

100%

RKB毎日放送
エフエム諫早（CFM）
ラブエフエム国際放送

100%

12.6%

10.1%

毎日放送
MBSラジオ
GAORA（CS）
あいテレビ
FM802

100%

100%

90.6%

11.0%

10.9%

朝日放送テレビ
朝日放送ランジオ
スカイA（CS）
北陸朝日放送
愛媛朝日テレビ

100%

100%

100%

19.7%

14.4%

RSK山陰放送
エフエム高松
コミュニティ放送（CFM）

100%

55.3%

各認定放送持株会社の関係会社（出資比率10%超の基幹放送事業者）は次のとおり （令和4年2月1日現在）

※1 認定放送持株会社の子会社が議決権を保有することで、当該認定放送持株会社が間接的に支配する社
※2 認定放送持株会社およびその子会社が有する議決権割合を合計して記載する社
※3 数値は議決権比率を記載（小数点第2 位以下を切り捨て）
※4 赤線より上に記載されている社が子会社
※5 緑線より上に記載されている社が12地域特例のカウント対象社
　　（3分の1超の議決権保有。ただしBSおよびCSを除く）

フジ・メディア・
ホールディングス
［H20.10.1 認定］

TBS
ホールディングス
［H21.4.1 認定］

日本テレビ
ホールディングス
［H24.10.1 認定］

テレビ朝日
ホールディングス
［H26.4.1 認定］

テレビ東京
ホールディングス
［H22.10.1 認定］

中部日本放送
［H26.4.1 認定］

RKB毎日
ホールディングス
［H28.4.1 認定］

MBSメディア
ホールディングス
［H29.4.1 認定］

朝日放送グループ
ホールディングス
［H30.4.1 認定］

RSK
ホールディングス
［H31.4.1 認定］

図表3　各認定放送持株会社の関係会社一覧

出所：総務省「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」（抜粋）を元に作成
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れでも、議決権3分の1を超えて持株会社が傘下に入
れられるのは12放送対象地域までという上限が決め
られていた。ちなみにエリアの都府県数から関東広域
圏は7、関西広域圏は6とカウントするので、両方を
支配することはできない仕組みである。フジ・メディ
ア・ホールディングスは、既に11地域（フジテレビ・
仙台放送・NST 新潟総合テレビ・長野放送・テレビ
新広島）を保有しており、他に議決権保有3分の1に迫
る局も複数存在するとして、この12地域制限の撤廃
を要望したのである（前頁、図表3）。
　これを受けて、2023年3月10日に「マスメディア集
中排除原則」の特例に関する省令が改正・施行され、
12地域制限は撤廃された。地方経済が疲弊していく
中、ローカル局の地元株主が株式を手放すことがあっ
ても、キー局が主導する持株会社で資本政策ができる
ことになった。
　②は、テレビ朝日ホールディングスが要望した。
ローカル局の経営難が顕在化した際に迅速に取り得
る策として、系列内の複数の放送対象地域で放送番組
を同一化できるようにしてほしいという要望である4）。
県域の放送免許を受けているローカル局は、ローカル
ニュース番組制作も含め、それぞれ独自に番組編成
し、自社設備で放送をしている。例えば、テレビ朝日
系列でいうと、東日本放送（宮城）・山形テレビ・福
島放送は、各局とも自社制作番組を持ち、設備投資も
放送を維持する運用費も個別に負担している。もしこ
れら南東北三県で同一放送が可能となれば、こうした
放送実施に必要な設備等を一元化し、固定費を抑制す
ることができるというわけだ。その先には経営統合も
視野に入れつつ、現在の系列ネットワーク体制を堅持
することが基本方針だというのがテレビ朝日ホール
ディングスの主張であった。
　この主張が受け入れられ、2023年6月2日に「放送
法及び電波法の一部を改正する法律」が公布された。
来年度には、複数の放送対象地域における放送番組の
同一化（全部または一部）（以降、「番組同一化」）、が

民放経営の選択肢として加わることになる。ただし、
その認定要件として、地域情報発信を確保するための
仕組み（地域性確保措置）を講じることが定められて
おり、これについては後に詳述する。
　ところで、同改正では、NHK と民放の連携も想定
した複数の放送事業者による中継局の共同利用と、マ
スターコントロールルームなど放送設備の外部利用も
制度化された。つまりハードの部分を自前ではなく調
達できるようになり、数年ごとの更新費用が重くのし
かかる放送ネットワークインフラのコスト負担軽減を
意図したものである。
　このように、経営の選択肢を拡大する方向で制度設
計の見直しが行われたが、①②共に、苦境に直面して
いる系列のローカル局経営をキー局が救済するという
構図があったということを念頭に置きながら、本論で
ある「放送の地域性確保」について考えていこう。

　4.　放送の地域性議論の動向

4.1　先行研究
　多元性・多様性・地域性の確保を原則とする放送の
規律については多様な学問分野で研究が行われている
が、ここでは、地域性に関わる規制に焦点を絞り、こ
れに具体的に言及した2010年以降 5）の主要な論考を簡
単に確認する。
　放送分野の規制は、公権力の放送内容への介入は最
低限とすべきという言論の自由の観点から、行為規
制（内容規制ともいう）よりもマスメディア集中排除
原則に代表される所有規制等の構造規制に重点が置か
れてきた。行為規制に当たるものとしては、例えば、
2010年改正放送法で番組種別ごとの放送時間の公表
が義務付けられたが、設定された区分にローカル番組
という項目はない6）。
　村上（2010）は、民放ネットワーク形成の経緯を検
証する中で、ローカル局の自社制作比率低迷が常に課
題としてあり、行政当局の調査会等で一定量のローカ
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ル番組比率を義務付けるという行為規制がたびたび
検討されてきたことを指摘している。そして、村上

（2015）では、歴史的な放送規制の変遷を丁寧に振り
返り、構造規制の効果が限定的であったことを示しな
がらも、ローカル番組比率の導入には慎重さを求め、
それに代わる手法として放送事業者の情報公開や説明
責任を求めることを挙げている。
　他方、海野（2016）は、行為規制を通じた地域性確
保の制度的措置として米国の公共検査ファイルを紹介
している。米国の放送事業者は、地域の地元コミュニ
ティのニーズや関心に応える番組を放送すること等の
公益義務があり、その義務の履行状況を規制当局に定
期的に提出したものがウェブサイトで公開される仕組
みである。飯塚（2023）によると、この制度の目的は

「放送局の国民への説明責任の意味合いが強く、当局
が審査ないし価値判断を下すものではないため、表現
の自由は守られていると解釈」されているという7）。
　橋本（2016）は、放送の地域性を「放送を中心とした
業務により、各地域の発展に資する地上基幹放送局が
確保されること」と定義した上で、橋本（2022）におい
て、構造規制や自社制作比率ではなく、従業員の地元
出身者率という組織の構成から地域性を担保する可能
性に触れている。さらに後述する日本メディア学会の
ワークショップの発表で、放送事業者が地域性を充足
しているとする根拠を自ら示して公表し、それを第三
者機関が評価するという案を提示した。
　いずれも放送事業者側の能動的な情報公開と説明責
任を求めることは共通している。裏を返せば、ローカ
ル局の地域性が発揮されているのかどうかを判断する
材料が乏しいということであろう。

4.2　地域性確保への懸念
　当然ながら「在り方検」でも、放送の地域性につい
てはたびたび言及されている。資本関係とローカル局
の自社制作番組比率との間に関連性が認められないと
いう実績から、資本政策である「12地域制限撤廃」に

ついては懸念の声は多くは上がらなかったが、直接
的に放送番組内容を制御する「番組同一化」について
は、直感的に地域情報が減少するのではないかという
危惧が生じる。これに対し、テレビ朝日 HD の主張は
次のようなものであった8）。
　・「番組同一化」で経営に余裕が生まれればコンテ
　　ンツ制作に新たな費用を投下できる
　・放送制作拠点機能を大幅に縮小することは想定し
　　ていない
　・報道取材体制は極力維持する
　・ニュース編成が特定のニュースに偏らない工夫が
　　必要と考える
　これらを意地の悪い読み方をすれば、放送制作拠点
機能が若干は縮小され、報道取材体制も維持できな
いところが出てくるかもしれないととれる。「在り方
検」の構成員からも、全てを放送事業者側の自主的な
取り組みに任せることは留保し、何らかの地域情報発
信を確保するための仕組みの整備を求める意見が相次
いだ。
　かくして、「番組同一化」の認定要件に「地域性確保
措置」を講ずることが定められたわけだが、では、そ
れはいったいどういった措置なのか。総務省では、法
の施行までに省令もしくは告示において必要となる措
置を例示することを想定しており、本稿執筆時の4 カ
月後に当たる年末年始にはパブリックコメントが実施
されている見通しである。考えられるポイントとし
て、「各地域向けの放送番組」「地域ごとの取材拠点の
維持」「各地域向け災害放送の体制確保」「編成担当の
役員や従業員、放送番組審議機関委員の構成の地域バ
ランス」などが検討されているというが、果たしてこ
れらをどの程度充足すれば地域性を確保しているとさ
れるのだろうか。

4.3　地域性の評価指標
　総務省の検討の土台となるのは2023年6月16日に
閣議決定された規制改革実施計画である。計画には番
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組同一化の制度創設に当たり、「視聴者への説明責任
が果たされるような PDCA サイクルの確保や、地域
情報等の各放送事業者の特性に応じた情報の発信を適
切に評価するための定量的な指標の設定も含め、地
域情報の発信を確保するための仕組みを併せて検討
して、措置し、継続的にフォローアップを行う」と記
されている。これは「地域性確保措置」をどう評価す
るかについての規制改革推進会議答申（2023年6月1
日）を受けたものだが、実は、筆者は、昨年12月に規
制改革推進会議のスタートアップ・イノベーション
ワーキンググループで本件についてヒアリングを受
けた。また、これに先立つ昨年11月の日本メディア
学会2022年度秋季大会でも同様なテーマでのワーク
ショップ 9）を実施した。
　いずれの場合も、放送の地域性の評価指標を考える
に際し、複数の都府県で同一放送が現に行われている
三大広域圏の地域情報発信・流通の現状を評価検証す
ることを提案している。放送対象地域こそ変更しな
かったものの、結局のところ、このたびの「番組同一
化」は、県域圏の実質上の広域圏化だからである。こ
れらの提案内容の一部を共有しながら考察を進めてい
こう。

　5.  地域性の本質議論へ

5.1　広域圏という足掛かり
　日本メディア学会でのワークショップは「放送の地
域性の評価を考える：情報空間全体における持続可能
な地域情報流通のために」というテーマで行った（以
下、地域性 WS）。ローカル局の経営基盤強化といっ
た「対症療法」だけではなく、「基本的情報としての地
域情報とはいかにあるべきか」、そして「放送により
地域情報が流通している状態をどのような基準で測定
すべきなのか」を先に用意する必要があるのではない
かという問題意識を起点としている。
　実際のところ、これまでの放送をめぐる制度設計の

見直しは、放送ネットワークインフラをいかに維持
更新するのか、そしてそれを担っているローカル局
経営をどう救済するのかという「対症療法」的なもの
であった。例えば、「在り方検」の前身の会議体であ
る総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」の「地
域における情報流通の確保等に関する分科会」が2017
年5月に公表した取りまとめ報告書 10）では、関東・中
京・近畿広域圏の放送局は除外すると明記されてい
る。経営的に当面問題がない三大広域圏の事業者を対
象とせずに議論が進んだといえる。
　しかしながら、住民へ「社会の基本情報」が放送を
通じてきちんと共有されているかといった放送の地域
性の本質議論をするのであれば、経営状況に関わりな
く全国的に地域情報の提供・流通の現状を見るべきで
ある。ここへきて「番組同一化」の「地域性確保措置」
を設定するに当たり、すでに長年にわたり「番組同
一化」で放送が行われてきた広域圏に目を向けること
で、PDCA サイクルのチェック項目や、定量的指標
を導いていくことを提起したい。

5.2　定量化の出発点
　地域性 WS と規制改革推進会議のヒアリングで筆
者から提示したのは地上波民放テレビの置局数を基に
都道府県単位で地域情報流通機能の定量化を試みた数
値である（脇浜 , 2019a）。ここでは福岡県と兵庫県を
例に単純化して示す。仮にローカル局が全放送時間

（1局当たり1日24時間）を自局発の地域情報に充てた
場合、それぞれの県の放送時間の総量を比較すると、
県域5局の福岡県は1日120時間、広域4局と県域1局
の兵庫県は1日40時間（便宜上、広域圏は関西府県数
6で除している）となり、3倍の差がある。人口は福岡
県が約510万人、兵庫県が約540万人と同等規模であ
ることを考えると、兵庫県の地域情報流通機能に脆弱
性があることが分かる。実際には自社制作比率等で地
域情報の放送時間は変わってくるが、少なくとも、潜
在能力としての地域性は福岡県の方が高いといえるだ
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ろう。
　同様の計算法で、仮にテレビ朝日系列が南東北三県

（宮城・山形・福島）で全放送を同一化した場合を数値
化すると、現在は各県とも県域4局でそれぞれに1日
96時間放送できるのが、県域3局と広域1局となるの
で1日80時間に減少することになる。これはごく単純
な指標であるが、定量化の出発点として捉えれば、こ
の数値を基に、他の放送対象地域との比較をするだ
けではなく、例えば、県内の一般的な地域区分、選
挙区、小中学校区ごとに割り当てたとしたら放送可能
時間がどの程度あるのか数値化できる。それを住民が
チェックできるように公表するという仕組みは考えら
れるのではないか。

5.3　TV メタデータからの分析
　地域性 WS ではさらに、関西広域圏の域内でどの
ような情報がどのような割合で取り上げられて放送さ

れているかの府県別の分析結果を筆者から示した（脇
浜 , 2019b）。これは、関東キー 5局と総合広告会社2
社が出資している株式会社エム・データが構築する
TV メタデータを分析したものである。TV メタデー
タとはエム・データが、東京・名古屋・大阪地区のテ
レビ局で放送されたテレビ番組や CM について、「い
つ」「どこで」「何が」「どのように」「何秒間」放送さ
れたかをテキスト・データベース化したもので、企業
がマーケティングなどに利用している。

（1）分析の枠組み
　その TV メタデータから、2017年度の NHK 総合・
E テレを含む在阪局の番組シーンデータ（54,562件）の
提供を受けた。データ抽出条件は、放送内容に「大阪
府」「兵庫県」「京都府」「滋賀県」「奈良県」「和歌山
県」のいずれか一つ以上が含まれていること（市町村
地名も府県にひも付いている）と、かつ、そのテロッ
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図表4　関西広域民放4局ローカル枠番組シーンデータの話題開始時間時系列分布

出所：エム・データ提供データから筆者作成
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プが表示されているシーンということで、これらは明
示的にその地域を取り上げた情報と推測できる。ここ
では、関西広域民放4局の関西ローカル枠で放送され
た番組シーンデータに絞って三つの分析結果を紹介す
る。

（2）三つの分析結果
　まず、上記条件の番組シーンデータ（27,902件）の
それぞれの「話題開始時間」を時系列でプロットした
のが図表4（前頁）である。通勤通学前の朝の時間帯、
お昼のニュースの時間帯、夕方ローカルニュースの時
間帯に多く分布していて、全国ネットの番組が放送さ
れるゴールデンタイムには少ないことが分かる。
　次に、番組ジャンルが「ニュース／報道」「情報／
ワイドショー」の番組シーンデータ（25,289件）に限
定して府県別の話題時間（そのシーンに費やされた
時間）を足し上げて比較したのが図表5である。大阪

45%、兵庫25%、京都14%、滋賀6%、奈良5%、和歌
山5% であり、これは世帯総数比率にほぼ等しい。
　しかしこれを話題分類別 11）で見ると地域によって偏
りがある（図表6）。「政治・国際」は大阪が67% と突
出しているが、「暮らし」に関しては京都の比率が他
の話題に比べて高めで19% である。パイの食い合い
であるので、どこかの地域の話題が増えるとそれ以外
の地域が割を食うことになるのが数値化するとよく分
かる。
　少し話が脇道にそれるが、筆者がローカルテレビに
ついての研究を始めたきっかけはここにある。関西広
域局にアナウンサーとして四半世紀勤務した経験のあ
る筆者には、自ら伝えている情報が大阪に偏っている
という実感があり、自身の地元の神戸の情報が手薄と
なっていることにもどかしさを感じていたのだ。特
に、災害報道に携わった時に、地域を大くくりしてい
る広域圏の体制の不備を痛感した。
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20%

兵庫
30%

大阪
50%

大阪
67%

大阪
49%

政治・国際

暮らし 社会

トピックス

府県別合計
和歌山5%
奈良5%
滋賀6%

京都
19%

京都9%

滋賀5%
奈良6%

和歌山6%

滋賀6%
奈良6%
和歌山6%

京都7%
滋賀7%
奈良2%
和歌山4%

京都4%
滋賀4%
奈良3%
和歌山2%

図表5　府県別話題時間 図表6　話題分類別府県別話題時間

出所：エム・データ提供データから筆者作成出所：エム・データ提供データから筆者作成
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い難い広域圏を対象とした実証的研究からはさまざま
な示唆が得られ、地域性を測定する基準を導くために
有効であると考えられる。ここで示した定量的なもの
だけでなく、定性的なものも併せて多様な視点から継
続的に行われることに期待したい。
　それには、放送事業者からの積極的な情報開示が必
要となる。執筆時において「在り方検」では、コーポ
レートガバナンス強化の視点から民放事業者の財務や
組織体制の情報開示の在り方が新たな論点となってい
るが、日々の地域情報発信の状況も開示対象としては
どうか。自局発のニュースや情報番組で、どの地域の
情報をどれだけ放送したかという TV メタデータのよ
うなデータは実は局が自ら出せるものである。また放
送番組だけでローカル局の地域性を評価できないとい
うのであれば、どのような地域に資する事業を行って
いるのか、それにどのくらいのリソースをかけてどん
な成果を上げたか丁寧に説明することも有効であろ
う。業界全体の自主的な取り組みとして、BPO に地
域性評価の委員会を新設することも考えてみてもいい
のではないだろうか。

　6.  むすびに代えて

 「番組同一化」の改正放送法は、公布の日（2023年6
月2日）から起算して1年を超えない範囲内で施行する
こととなっているので、総務省が示す「地域性確保措
置」の在り様も本稿が読まれる頃には輪郭が見えてき
ているだろう。少なくとも当初の段階では、具体的な
数値目標を設定するような強い制度措置は取られない
のではないかと予想しているが、本件をきっかけに、
ローカル局の役割を評価検証する動きが活発化するこ
とに期待したい。
　最後に「放送の地域性確保措置」に関する筆者の立
場を明らかにしておきたい。筆者は、一定量のローカ
ル番組比率を義務付ける行為規制には検討の余地があ
ると以前から考えている。現状でも、深夜のローカル

（3）データ分析の有効性
　話を元に戻すと、エム・データは東京・名古屋・大
阪地区の TV メタデータを構築しているので、三大広
域圏に関して上記のようなアウトプットの定量的分析
が可能である。そこから、地域を大くくりしている場
合の地域情報の傾向や問題点を見つけ出せれば、「番
組同一化」が地域性に与える影響をモニタリングする
際の留意事項について示唆が得られるのではないか。
　また、データで地域情報の提供状況を可視化する
と、「情報の空白」が、どの時間帯、どの地域、どん
な情報で生まれているのかが把握でき、データの粒度
をより細かくして分析すれば（例えば、市町村単位）、
地域住民が放送の地域性を評価する有効な指標になり
得る。さらにそれは放送だけに閉じない新たな地域情
報サービスの創出にもつながる可能性があるが、これ
については稿を改める。

5.4　求められる情報開示
　本節では、「番組同一化」の認定要件である「地域性
確保措置」の具体的な検討に向けて、すでに地域を大
くくりして同一番組が放送されている広域圏の地域性
を定量的に分析する視点を提示した。
　この他にも、広域圏の放送事業者の実相からは、人
員の配置も定量的指標となり得る。関西広域局の場
合、90人から100人ほどの報道局員のうち、神戸支
局、京都支局に配置されている記者はそれぞれ3人程
度である。大阪本社では、警察・司法・内政・経済運
輸などの担当が独立して数人ずついるのに対し、神戸
や京都の支局では3人程度が全てのセクションを網羅
しなければならない。大きな案件があった場合は本社
から応援があるとはいえ、体制として十分といえるだ
ろうか。関西広域局の1日のニュース番組枠の中で、
奈良・滋賀・和歌山の話題が一つもないということは
珍しいことではないが、これは放送時間枠の制限に加
え、取材人員の問題でもある。
　このように、放送の地域性が確保できているとは言
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Noriko Wakihama

脇浜 紀子
京都産業大学 現代社会学部 教授
讀賣 テレビ のアナウンサ ー として

「ズームイン！！朝！」の全国ネッ
トキ ャ スタ ー、「 ミヤネ 屋 」のレ
ポーターなど、25年間にわたり報
道・情報番組等を担当。2017年4
月より現職。2000年に南カリフォ
ルニア大学修士号を、2010年に大
阪大学大学院国際公共政策博士号を
取得。主な研究分野は地域情報・地
域メディア。
著書に『テレビ局がつぶれる日』（東
洋経済新報社、2001）、『「ローカ
ルテレビ 」の再構築｜地域情報発
信力強化の視点から』（日本評論社、
2015）、『メディア・ローカリズム
｜地域ニュース・地域情報をどう支
えるのか｜』（中央経済社、2019、
編著）。

ニュース枠は1分程度しかないところも多く、小規模
のローカル局ではこれを事前収録することも数年前か
ら起きている。前述のように、関西広域局では奈良・
滋賀・和歌山の地域情報が極端に少ないということも
常態化している。これらは自主自律に任されてきた民
間の系列ネットワーク経営の所産であり、「放送の地
域性」については明らかな「市場の失敗」なのではな
いか。ローカル局の経営をキー局が救済するという今
回の制度変更の枠組みにおいて、これらがにわかに解
決されるとは考えにくく、「放送の地域性」を拡充す
るという何らかの動機付けが必要という観点から、諸
外国でも実施されているローカル番組比率義務付けを
正面から議論する段階に来ていると考える。
　また、将来的な議論の方向性についても述べてお
く。各地域における情報発信の主な担い手は「地域に
根差したローカル局」であり、「ローカル局の役割は
なくてはならないもの」というのは、当然ながら「そ
れぞれの地域住民にとって」という意味のはずだ。住
民がローカル局の放送サービスの恩恵を受けられると
いうことが第一義であり、系列ネットワーク体制の維
持はその手段にすぎない。そう考えると、系列ネット
ワークありきの制度構築を今後もずっと続けるのかに
疑問符が付く。また、娯楽も報道も一緒になった総合
編成や無料広告放送が未来永劫有効であるとも思えな
い。諸外国では、放送波返上も検討され、また、持続
可能なローカルメディアの在り方として、大学主導の

地域放送局や DAO（分散型自律組織）による地域メ
ディア運営の試行も始まっている。社会経済の変化
やテクノロジーの進化も捉えながら、「ローカル局的
役割を担うもの」をどう運営・維持・拡充していくの
か、根本的に問い直す時機が訪れるだろう。

電通「日本の広告費（各年）」https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/index.html

総務省・デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会「デジタル時代における放送の将来像と制度の
在り方に関する取りまとめ」（2022年8月5日）https://www.soumu.go.jp/main_content/000831138.pdf

総務大臣の認定を受けることにより、基幹放送事業について、持株会社によるグループ経営を可能とする2008
年改正放送法で導入された制度。

2014年改正放送法で導入された経営基盤強化認定制度で、経済事情の変動で経営維持が困難となった場合に特例
として異なる放送対象地域での番組同一化は可能となっていたが、元はラジオが想定されており、手続きが煩雑
などの理由で利用されてこなかった。

1）

2） 

3） 

4） 
 

注
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2010年は60年ぶりに通信・放送法体系の見直しが行われ、8本あった関連法を、「放送法」「電気通信事業法」「電
波法」「有線電気通信法」の四つに統合した。

番組種別は、「報道」「教育」「教養」「娯楽」「その他（通信販売・いずれにも属さないもの）」である。

「公益検査ファイル」の原語はPublic Inspection Filesだが、飯塚（2023）では「公益義務ファイル」と訳されてい
る。このファイルの中に、Issues/Programs listsという項目があり、局がコミュニティ問題を最も重要に扱った
番組を四半期ごとに公開する。https://publicfiles.fcc.gov/about

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」第4回議事要旨より。 
https://www.soumu.go.jp/main_content/000793231.pdf

ワークショップの登壇者は、樋口喜昭（東海大学／司会）、脇浜紀子（京都産業大学／問題提起者）、寺地美奈子
（筑波大学／問題提起者）、橋本純次（社会構想大学院大学／討論者）であった。

この報告書には「頑張るローカル局を応援する」という副題がある。 
https://www.soumu.go.jp/main_content/000487133.pdf

話題分類には、「政治・国際」「社会」「ビジネス」「文化・芸能」「スポーツ」「サイエンス」「暮らし」「トピックス」が
ある。「トピックス」とは番組オープニング、冒頭のコーナー紹介、複数の話題をラインナップする場合、気象情
報・交通情報などの場合である。またここで取り上げているデータの話題時間に占めるそれぞれの割合は、「暮ら
し」51%、「社会」23%、「トピックス」11%、「政治・国際」8%であった。

5） 

6）

7） 

 
8） 

9） 

10） 

11）
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　1.  送り手と受け手の分離から、
　　  送り手と作り手の分離へ

　2023年現在、総務省では「デジタル時代における放
送制度の在り方に関する検討会」（以下、「在り方検」）
を中心に、放送制度の将来的デザインに関する議論が
進んでいる。昨年8月に公表された「在り方検」の「取
りまとめ」1）においては、放送がこれまで有してきた価

値について、「情報空間全体におけるインフォメーショ
ン・ヘルスの確保の点で、むしろこのデジタル時代に
おいてこそ、その役割に対する期待が増している」と
評価され、「守りの戦略」と「攻めの戦略」により、デジ
タル時代における持続的な発展可能性が検討されてい
る（19頁）。
　ところで憲法学およびメディア法の領域では、報
道・放送の自由を検討する際に、これまで「送り手と

キーワード
プロミネンス・ルール　民主主義　憲法　報道の自由　知る権利

本稿は、放送を取り巻くメディア環境の現状を踏まえた上で、近時、総務省の「放送コンテンツの制作・流通の
促進に関するワーキンググループ」でも議論が進められている「プロミネンス・ルール」に焦点を当て、
メディア環境のデザインにおいて憲法的価値をビルトインするための手段と捉え、
その課題について若干の検討を加えたものである。
政府により義務化されるプロミネンス・ルールは、場合によっては「ソフトな形態のプロパガンダ」として
機能する場合もあり、表現・報道の自由、知る権利に対するリスクを最小化するために、
誰が、どのような基準でプロミネンスされるコンテンツを決めるのが適切かという点に対する
ガバナンスを盛り込んだ制度設計が求められる。

メディア環境デザインとしての
プロミネンス・ルール
―憲法的価値との接続を意識して―

関西大学 社会学部 准教授

水谷 瑛嗣郎 Eijiro Mizutani
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　こうした環境の中で「在り方検」では、特に「攻めの
戦略」の一環として、PF 事業者（Yahoo！）が、「ユーザ
が情報を取得しやすい環境で放送事業者のコンテンツ
を展開し、公共性の高いコンテンツとして誘導ができ
るよう」な取り組みを行っている（36頁）ことが紹介さ
れ、PF 上において「公共的役割を担う放送コンテンツ
がより視聴されるための取組について、インターネッ
ト配信が各放送事業者の経営判断によるものであるこ
とに留意しつつ、今後具体的に検討していくべき」（40
頁）とされている。
　こうした取り組みとして注目されるものの一つが、
いわゆる「プロミネンス・ルール」である5）。「在り方
検」の下に設置された「放送コンテンツの制作・流通の
促進に関するWG」では、英国デジタル・文化・メディ
ア・スポーツ省が発表したメディア法案（Media Bill）6）

と同法案中に盛り込まれたプロミネンス・ルールが紹
介されており、本年8月に公表された同WGの「取りま
とめ（案）」7）の中でも「インターネットに接続するテレ
ビ受信機において、……当該プラットフォームが配信
する放送コンテンツの一覧性が確保される入口（仮想
的なプラットフォーム）からの適切な導線の実現に向け
て、……放送事業者や様々な関係者共同による枠組み
における検討・検証を官民が連携して行うこと」が論
点として挙がっている（24頁）。本稿は、こうしたプロ
ミネンス・ルールを、憲法的価値をメディア環境デザ
インにビルトインする手段として見立て、その課題に
ついて雑駁ながら検討を行うものである。

　2.  諸外国におけるプロミネンス・ルール

（1）広義の意味での「プロミネンス」概念
　ところで、「プロミネンス」とはそもそも何を意味す
るのか？　ある論者は「プロミネンス」概念について、

「既定の画面インターフェイス上の時間および／または
空間における、コンテンツ／情報／サービスの、『物理
的』（すなわちバーチャルまたはヴィジュアル的）なロ

受け手の分離」という前提が語られ、放送制度も放送
事業者の「送り手」としての圧倒的地位をベースに議論
が展開されてきた。さらに放送は、これまで「送り手」

（放送設備）と「作り手」（コンテンツ制作）がセットで考
えられており、放送法も2010年の改正まで、いわゆる

「ハード・ソフトの一致」が原則とされ、放送設備事業
者に電波法に基づく免許制度を設け、免許取得事業者
が放送法上のさまざまな規律に服する、「規律された自
主規制」モデル2）で長らく運用されてきた。
　しかしながら、「取りまとめ」でも指摘されているよ
うに、情報摂取がインターネットを介して行われるこ
とが主流となり、「自宅のテレビでリアルタイムにコ
ンテンツを視聴するという従来の視聴スタイルは減少
し、視聴者の視聴スタイルは多様化」（8頁）の一途を
たどっており、「地上波」をよりどころにしている放送
事業者は、「送り手」として苦しい立場に立たされてい
る。かわりに、「送り手」として優位な立場に立ちつつ
あるのが、オンライン・プラットフォーム事業者（以
下、PF 事業者）である。視聴覚メディア領域でいえば、
YouTube、Netflix、Amazon Prime 等の PF が、グロー
バルに事業を展開している。TVer や NHK+等の例外
を除けば、放送コンテンツも今後は、PF 上で消費され
るという形態がますます増えるであろう。つまり、現
在の情報空間で起こりつつある「分離」として注目する
必要があるのは、むしろ「送り手」と「作り手」の間の
分離といえる3）。
　厄介なことに、「送り手」としての地位低下に合わせ
て放送事業者の「作り手」の地位も危うくなっている。
YouTube 上では、「作り手」の新規参入も顕著で、放
送事業者のコンテンツよりも、YouTuber が制作した
コンテンツの方が再生回数を稼ぐこともある。さらに
送り手として大きな力を持つ PF 事業者の中には、自
らコンテンツ制作を行う事業者もある。直近で言えば、
Netflix が、漫画「ONE PIECE」の実写ドラマ化を手掛
け、話題を集めた。同ドラマは、1話当たり1800万ド
ルもの製作費が投じられたと報じられている4）。
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ケーションおよび優先的配置」と定義している8）。この
プロミネンス概念は非常に広範であり、PF 事業者が、
自社 PF のフィード上で行っている広告のパーソナラ
イズ表示や UGC（ユーザー生成コンテンツ）のレコメ
ンド表示や、人気のトピックを目立つように表示する
トレンドなども含まれることになるだろう。この定義
はつまり、プロミネンス概念を「目的」から切り離し、
メディアデザインおよびその機能的側面に注目したも
のといえる。
　「プロミネンス」に関するさまざまな仕組みは、いま
や私たちにとって無くてはならない存在である。イン
ターネット上では、しばしばユーザーはコンテンツや
サービスのジャングルに迷い込んだ状態に置かれがち
であり、こうした機能がなければ、自身にとって必要
な情報を発見・アクセスすることは困難となる。他方
で、しばしば PF 上のアルゴリズムは、ユーザーの好
みや人気度合いの高いコンテンツに集中するよう設計
されている。後述するようにこうした環境では、世論
形成において必要不可欠な公共的情報へのアクセスは
後景に追いやられることになりかねない。
　このように、プロミネンス・ルールに関する議論は、
情報過多への対応にとどまらず、誰が、どのようなコ
ンテンツを、ユーザーに対して目立つ位置に置くかと
いう点に関する諸アクター（規制当局、メディア、PF
事業者）間の綱引きとして見て取ることができる。

（2）各国のプロミネンス・ルールに関する
     主要なアプローチ
　日本では冒頭で紹介したとおり、英国のプロミネン
ス・ルールが注目されているが、他の諸外国でもコン
テンツのプロミネンス政策は実施されている9）。例え
ば EU は、2010年に制定され、2018年に改正された視
聴覚メディアサービス指令（Audiovisual Media Services 
Directive、以下 AVMSD）の13条1項において、加盟国
が自国管轄下のオンデマンド視聴覚サービス提供事業
者に対して、欧州作品（European works）10）をカタログ

上少なくとも30％シェアを確保した上で、それら作品
の「プロミネンスを確保」しなければならないとしてお
り、また同指令の7a 条は、「加盟国は、一般的利益の
ある（general interest）視聴覚メディアサービスの適切
なプロミネンス（appropriate prominence）を確保するた
めの措置を講じることができる」と規定している。同
指令のリサイタル 35によれば、ここでいうプロミネ
ンスには、「欧州作品へのアクセスを容易にすること
で、当該作品を促進すること（promoting）」が含まれて
いる。2018年の改正に際して、プロミネンス・ルール
は、動画共有プラットフォームもその範囲に含めるよ
うになったが、これはすなわち、「大規模オンライン・
プラットフォームの市場支配力（market dominance）が
強まっていることへの対応と見ることもできる」と指
摘される11）。
　もっともプロミネンス・ルールは、その対象事業者、
適用範囲、手段等についてさまざまな方策が考えられ
る。この点、各国のプロミネンス・ルールの制度比較
研究によれば、四つの主要なアプローチを見いだすこ
とができるとされる12）。第一に、ドイツでは検索エン
ジンやソーシャルメディア事業者に対して UI 等のアプ
リケーション上での類似コンテンツに対する非差別的
取り扱い規定が設けられている他、放送に類似したテ
レメディア・サービスに関して、その基準を満たすな
らば公共放送に限らず商業放送等までも射程に収める
広範なプロミネンス・ルールが設定されている。他方
で、イギリスは、既存の電子番組ガイド（EPG）上での
PSM（公共メディア）に対するプロミネンス・ルールを、
PF 上まで拡張するアプローチを採用している。そのた
め、「ドイツのアプローチのように、民間と公共の両方
のプロバイダーに対するバランスの取れたルールを通
じて反競争的な慣行を回避するのではなく、優遇措置
が特定カテゴリーのアクターに限定されている」点に
特徴がある13）。これに対して、カナダのアプローチは
独特であり、アメリカ型 PF 事業者の支配力が強まる
中で、「文化的主権の回復および育成の必要性と相まっ
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て、危機的状況にある国内メディア産業に対する代替
的な支援策を見いだす必要性」から設計されている14）。
これに対し、中国のプロミネンス・ルールは、政府に
とって都合の良いコンテンツがプロミネンスされるも
のとなっている。それは控えめに言っても「ソフトな
形態のプロパガンダ」であり、「検索、レコメンドシス
テム、ユーザー・インターフェイス・デザインに至る
まで、幅広いサービス、およびデバイスにおいて、国
家が承認したコンテンツや言説のみが優遇される可能
性がある」と指摘されている15）。そのため、日本におけ
るプロミネンス・ルールも、どのようなゴールを目指
してメディア環境の構築を行うべきかが、まず問われ
なければならないだろう。

　3.  憲法的課題とグッドプラクティス

（1）憲法的価値の実現手段としての
     プロミネンス・ルール
　また政府による特定コンテンツおよびサービスのプ
ロミネンス義務付けは、さまざまな「顔」を持つ。そ
れは、コンテンツ制作者側からすれば PF 上における
一種の助成策であるのと同時に、優先的にコンテンツ
を表示される「特権」を創出する側面を有する。他方
で、PF 事業者等からすれば、情報表示の決定に対する
規制的側面を有し、また個人の憲法上の権利としての

「知る自由」に対する影響も伴うこととなる。先述のよ
うに、プロミネンス・ルールは、使いようによっては

「ソフトな形態のプロパガンダ」を形成することを可能
にする。そのため、わが国においても（特に国家による
義務付けを伴う）プロミネンス・ルールの実装は、その
限界付けを設定する上でも、そうした政策を正当化す
る上でも、憲法上の価値との接続とそれに基づく統制
が必要であると考える。
　例えば、EUのAVMSDをはじめとする視聴覚メディ
アサービスに対する規制は、「メディア多元性」と密
接に関連していることが指摘されている16）。多元主義

は、非差別や寛容といったものと並ぶ EU の基本的価
値の一つ（欧州連合条約第2条）であり、メディアの多
元性もそうした中に含まれる。また EU 基本権憲章は
第11条2項において「メディアの自由および多元性は
尊重されなければならない」と定めており、メディア
の多元性は、EU の文化的多様性や民主主義を支える重
要な要素の一つと考えられている17）。また「有意義なメ
ディア多元主義を支え、従って基本的権利の行使を制
限することができるというプロミネンス・ルールに関
する主張」は、多元主義の観点から表現の自由の制限
を正当化してきた欧州人権裁判所（ECtHR）および EU
司法裁判所（CJEU）によって「将来的に踏襲されるかも
しれない」と評価されている18）。欧州評議会（Council of 
Europe）のガイダンスノート（後述）においても、プロミ
ネンスに伴う「優先順位付けは、メディアの多様性お
よび多元主義を促進するために適用することができ」、

「表現および情報の自由を効果的に行使するための必要
条件」であり、そして、「真理の追求と開かれた熟議の
倫理を促進する」ことを可能にすると指摘される19）。さ
らに Offcom の討議資料では、メディア多元性は、「十
分に機能する民主主義社会の中核を成す要素である」
とされ、それにより、「市民が、十分な情報を入手し、
テレビ、ラジオ、オンラインおよび印刷メディアを通
じて、さまざまなメディア組織の幅広い視点にアクセ
スし、消費すること」を可能とし、また「単一のメディ
ア所有者、または発信権者が、政治プロセスに対して
大きな影響力を行使すること」を防ぐという重要な機
能を果たすと指摘される20）。もっともイギリスのプロ
ミネンス・ルールは、「国内憲法に由来するものではな
い」21）と指摘されるが、その一方でドイツにおけるプロ
ミネンス・ルールは、「主としてメディア多元主義と意
見の多様性を保護する側面がある」と捉えられており、
特に憲法裁判所による公共放送の位置付けに関する手
厚い判例法理を踏まえるならば、「意見形成に関連する
質の高いコンテンツの存在とアクセス可能性は、多元
主義の観点から憲法上、特に重要」な位置付けを得て
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いると評されている22）。

（2）日本版プロミネンス・ルールを模索する
　ところでわが国の最高裁は、放送を、「国民の知る権
利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与す
るもの」と位置付け、NHK と民放の二元体制を形成す
るために構築された受信料制度について「憲法21条の
保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に
充足すべく採用され、その目的にかなう合理的なもの
である」と判示している23）。この「知る権利」には、二
つの側面を見いだすことができる。第一に、当然なが
ら個人は

0 0 0

自らが知りたいと欲する情報を受領する権利
がある（個人の知りたいことを知る自由）。他方で、本
判決や博多駅テレビフィルム提出命令事件でも挙げら
れる「知る権利」が、「国民の

0 0 0

知る権利」（強調点執筆
者）と明示されているように、個人はまた主権者であり
民主政治の一翼を担う「国民」として、自身が属する共
同体を運営するに当たって知っておく必要がある情報
に接する権利もある24）。現在の二元的放送秩序をはじ
めとするメディア制度設計は後者の「知る権利」がその
一端を規範的に支えている。
　さらに PF 上には、放送制度の規制根拠の一つで
あった電波周波数帯の稀少性は存在しないが、かわり
に私たちの「注目」こそが現代の稀少財となっている25）。
アテンション・エコノミーに基づくビジネスモデルの
下では、稀少な「注目」を、レコメンド機能をはじめと
するさまざまなメディア環境デザインによって引き付
けようとする。そのためユーザー・インターフェイス
上の情報表示は、しばしば事業者の経済的利潤の最大
化を目的にデザインされるインセンティブが働くであ
ろう。そうした環境においては、後者の「国民の」知る
権利を充たす機会は今後、ますます減少していく可能
性があるだろう26）。そのため、わが国におけるプロミ
ネンス・ルールは、ますます稀少となる私たちの「注
目」という資源を公共問題にも再配分し、後者の「知る
権利」を充足する機会を「国民」に与え、民主政プロセ

スを発展させることを目的として実装が目指されるべ
きであり、それによって PF 事業者に対する規制も正
当化される可能性がある27）。
　他方で個人には、「日常生活において見たくないも
のを見ず、聞きたくないものを聞かない自由を本来有
している」として、広義の意味でのプライバシーの利
益が存在する。その上で、PF を利用者が事実上利用
せざるを得ない公共インフラ的側面が強いと考えた場
合、特定の情報摂取を強制される「とらわれの聞き手」
という問題も生じ得る。「このような聞き手の状況はプ
ライバシーの利益との調整を考える場合に考慮される
一つの要素となる」28）。そのため、事実上の「強制」に
ならないようプロミネンスからの個人の離脱（オプトア
ウト）手段は確保されるべきである。そして結局のとこ
ろ、プロミネンス・ルールがはらむ憲法的リスクを最
小化するために、「誰が」、どのような「基準」でプロミ
ネンスされるコンテンツを決めるのが適切かに関する
ガバナンスを盛り込んだ制度設計が重要となる。

（3）プロミネンス・ルールのグッドプラクティス原則
　こうした観点でいえば、欧州評議会のプロミネン
ス・ルールに関するガイダンスノートの中で示されてい
る、グッドプラクティス原則（Good practice principles）
は示唆的である。これは、プロミネンス・ルールが、

「誰もが自分の意見を表明できるようにすると同時に、
さまざまな情報源やコンテンツにアクセスし、発見し、
到達できるようにすることを目的として、慎重なバラ
ンスをとる必要がある」ためであり、この原則は、「表
現と情報の自由、メディアの自由、メディアの多元主
義に関する既存の欧州評議会スタンダード、さらに AI
に関する新たな原則のフレームワーク」を基礎として
いる29）。
　原則はまず、①国家および公的機関に向けたものと、
② PF と媒介事業者に向けたものに分けられている。
① ―1まず国家等は、事業者に向けられた②で挙げられ
ている基準を満たす「新たな非商業的プロミネンス制
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度の導入を奨励すべきである」とされる。① ―2また国
家は「オンライン上の公益コンテンツのプロミネンス
を確保するための適切かつ相応の措置を導入すること
ができ」るが、「公益コンテンツの決定は、明確で、差
別的でなく、見解中立的で、透明性があり、客観的に
正当化可能な基準に基づくべき」とされる。加えて①
― 3事業者の責任遵守に関する監督を実施する必要があ
るが、①―4公益コンテンツの決定およびプロミネンス
の設計に関するより詳細な基準の実施等は、PF 事業者
等に広範な裁量の余地を認めるべきであり、さらにマ
ルチステークホルダー・プロセスを通じて実施される
べきとされる。他方で、② PF 事業者等に向けた原則
ではまず、PF 等の事業者は、ユーザー・インターフェ
イスとレコメンドアルゴリズムを「メディアの多元主
義を保護し、民主主義、法の支配、人権の原則を支持
するように設計」すべきという一般原則が設定されて
いる。その上で事業者は①― 2で挙げられた基準に従っ
てプロミネンスを構築すべきとされるが、② ―1 優先順
位付けの基準、選定プロセス、結果の透明性、② ― 2 優
先順位付けプロセスの説明可能性、② ― 3 プロミネン
ス決定に際しての国家・政治・経済といった各種利益
からの独立性、② ― 4基準設定プロセスと基準自体の公
開性、独立した第三者や外部専門家などの包摂的関与、
② ― 5  制度自体の独立規制機関および一般市民による
定期的な審査、② ― 6 コンテンツプロバイダー、ユー
ザーなどが制度からオプトアウトできる仕組みの設定、
②―7異議申し立て制度の確立などが挙げられている30）。
日本においても、上記原則を参考にしたグッドプラク
ティス原則の策定とそれに基づいた制度構築がまずは
求められるだろう。

（4）プロミネンス基準としての
     「プロフェッショナル・スタンダード」
　最後により具体的なプロミネンス・ルールの設計に
当たっては、当該国家のメディア状況を踏まえ、プロ
ミネンスされるべきアクターの範囲に留意する必要が

ある。そこでは、イギリスのプロミネンス・ルールそ
のままではなく、「日本独自のメディア環境、情報に対
する価値意識」を踏まえたルール形成が求められる31）。
例えば、PSMに対象アクターを限定しているイギリ
ス型プロミネンス・ルールの場合は、「PSM が機能的
にも編集的にも国家から独立して」いる国ではうまく
機能する可能性があるが、逆に「PSMが国家的および
政治的干渉から独立していない、権威主義的政府およ
び／または問題の多い民主主義国家で適用される」と
問題はより大きくなる危険性が指摘される32）。その場
合は逆に私たちの国民の知る権利を毀損し、民主政シ
ステムにおいて必要不可欠な世論形成過程を損いかね
ない。そのため、プロミネンスされる側のメディア事
業者は、国家からの強い独立性（特に編集部門の独立
性）と高い透明性が求められることになる。加えて、基
準設定の一つの方向性として既存制度に依存した特
定のPSMなどに限定することなく、「高いプロフェッ
ショナル・スタンダードを特定し、それを尊重し達成
するための規制的インセンティブ・システムを構築
する」というものもあり得る33）。この方向性において
は、プロミネンスに参画することを希望する事業者は、
ニュースとオピニオンを分離する基準を策定し、それ
を視聴者に表示する「啓示原則」を実装するなど、「特
権」を享受するにふさわしい機能的責務を果たすこと
が求められよう34）。他方で、こうした責務負担に応じ
る必要がないと自主的に判断した事業者は、アテン
ション・エコノミー下の空間で、YouTuber や「作り手」
としての PF 事業者と「むき出しの闘争」を行うことに
なる。いずれにせよ、日本における憲法的なプロミネ
ンス・ルールの設計において、一番に覚悟を求められ
るのは、政府や PF 事業者ではなく、既存メディア事
業者ということになるだろう。
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改正以前のAVMSDの条文については、井上淳「EU視聴覚メディア・サービス指令（翻訳）」慶應義塾大学メディ
ア・コミュニケーション研究所紀要68巻（2018年）85-114頁を参照。
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す。例えば、ソフトウエアは一般の人でも開発できる
ようになりました。一方で、技術だけで新しい製品や
サービスを生み出すことは難しくなりました。技術を
一つのパーツと捉えて、企業や社会の中にある多様な
パーツと組み合わせることで、新しい価値が生まれる
時代になったといえます。
　このように、電子情報通信技術は新たな局面を迎え
ています。これまでの電子情報通信学会が時代の変化
に合わせ、通信を母体としながら隣接領域を巻き込ん
できたように、これからの電子情報通信学会も、次の
100年に向けた変化を遂げるべきではないでしょうか。

　電子情報通信技術の成熟化、日用品化、民主化に対
応するために、電子情報通信学会はどのように変化す
べきでしょうか。技術が研究者だけのものではなくな
り、技術だけでは社会課題の解決が困難な時代におい
て、電子情報通信学会は研究領域をさらに広げていく
べきだと考えています。具体的には、新しい技術を開
発することだけでなく、技術をどのように使い、展開
し、維持していくかという問題を、研究領域に含めて

学 会 長 に 聞 く

　学会が担う使命
　～これからの100年に向けて～

　電子情報通信学会は、1917年に「電信電話学会」と
して始まり、信号処理や通信方式といった、通信を支
える技術を研究領域としていました。戦後、エレクト
ロニクス技術や情報技術の登場に合わせて領域を拡大
し、「電子通信学会」「電子情報通信学会」へと変化を
遂げていきました。

　近年、電子情報通信技術はさらに進化し、成熟期を
迎えたと考えています。一般的に技術には、一定程度
成熟した領域と、最先端領域とがあり、電子情報通信
技術よりも先に成熟期を迎えた例として土木技術が挙
げられます。土木分野では十数年前から、「スマート」

「デザイン」「社会課題」がキーワードでした。通信分野
でもこのような言葉が登場していることは、電子情報
通信技術が土木技術のような成熟した技術になりつつ
あることを示しているのではないかと考えています。	
　電子情報通信技術の日用品化 *、民主化も進んでいま

　電信電話学会から電子情報通信学会へ
　～これまでの歩み～

　電子情報通信技術を取り巻く変化
　～成熟化・日用品化・民主化～

電子情報通信技術を取り巻く環境は大きく変化している。激しい変化の中で、
学会の使命を変わらず果たし続けるために、これからも変化を続けようと呼びかける学会長に話を聞いた。

電子情報通信学会
森川 博之 会長

変わらないために変わり続ける
―これからの100年に向けて―
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いくべきではないでしょうか。電子情報通信技術が社
会に与える影響や、通信インフラの維持・継承といっ
た、技術を取り巻く問題も、学会として支えていきた
いのです。通信がインフラとなった現在、電子情報通
信技術が果たす役割は、生活の質の向上、災害対策、
伝統や文化の継承をはじめとして、社会の隅々へと拡
大しつつあります。このような役割について広く発信
していくことも、これからの学会が担うべき使命の一
つだと考えます。

　電子情報通信学会が、時代や環境の変化に合わせて
研究領域を拡大し、社会への情報発信などのこれから
の使命を担っていくためには、より多様な人材を巻き
込んでいく必要があります。例えば、エンジニアリン
グ業界で通信インフラの維持を担う人材や、発信力を
高めるための広報やマーケティングを担う人材です。
さらに、一般の人も巻き込んで、研究者と対話できる
機会を設けることも、社会のニーズに合致するのでは
ないかと考えています。電子情報通信技術が日用品
化、民主化し、一般の人の手に届きやすくなったにも
かかわらず、学会は一般の人から遠い存在のままでは
ないかと感じるからです。また、産業界との接点も増
やしていくべきだと考えています。そのために、研究
者だけでなく産業界でも読まれるような実践的な学会
誌の発行や、産業界と交流できる場としての学会大会
の開催といった取り組みを検討しています。
　固定観念を取り払い、現在の学会の姿は最終形態で
はないと考えれば、学会がこれまで全く検討していな
かった使命を果たしていくことができるのではないで
しょうか。電子情報通信技術とそれを取り巻く環境
は、これからも大きく変わり続けるでしょう。激しい
変化の中で、学会の使命を変わらずに果たしていくた
めに、今後も変化を続けていくことが必要です。これ
からの100年に向けた新しい学会像を、自由な発想で
問い直し、議論していきたいと考えています。

森川 博之 Hiroyuki Morikawa

東京大学 大学院 工学系研究科 教授
1987年東京大学工学部電子工学科卒。1992年同大学院博士課程修了。博士

（工学）。2006年東京大学教授、2017年より現職。2023年電子情報通信学
会会長就任。
モノのインターネット／ビッグデータ／ DX、センサネットワーク、無線通信
システム、情報社会デザインなどの研究に従事。情報通信ネットワーク産業協
会（CIAJ）会長、総務省情報通信審議会部会長、Beyond 5G 新経営戦略セン
ター長、シブヤ・スマートシティ推進機構会長、電力データ管理協会代表理事、
情報社会デザイン協会代表理事なども務める。著書に『データ・ドリブン・エ
コノミー』（ダイヤモンド社）、『5G　次世代移動通信規格の可能性』（岩波新
書）などがある。

* 森川博之「ストーリーとしての研究開発」電子情報通信学誌 vol.100 no.7，
635-641頁（2017）を参照。
追加の参考資料として「森川博之『会長就任にあたって―変わらないために変わ
り続ける―』」電子情報通信学誌 vol.106 no.7，585-590頁（2023）。

  学会概要
名称 ： 	  一般社団法人電子情報通信学会
欧文名 ： 	  THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,  	

　　　　　　 INFORMATION AND COMMUNICATION 
　　　　　　 ENGINEERS

ホームページ ：   https://www.ieice.org/jpn_r/index.html
学術研究領域 ： 	 電気電子工学、情報学
設立年月日 ： 	 1917年5月1日
役員数 ： 	 29人
刊行物 ：	 学会誌および論文誌

  学会誌
誌名 ： 　   『電子情報通信学会誌』
　　　　　 The Journal of the Institute of
　　　　　 Electronics, Information and
　　　　　 Communication Engineers
資料種別 ：解説誌・一般情報誌
使用言語 ： 和文
発行頻度 ： 年12回
発行部数 ： 約16,300部（月平均）

　今後の展望
　～固定観念を取り払って～

（構成／『Nextcom』編集部 森 京子　撮影／関 幸貴）
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肥満によって健康を害する人の数は、世界中で増加の
一途をたどっている。日本でも成人男性の3割近く、
女性の2割が肥満だという。肥満予防・解消には食生
活の改善や運動が一番だが、厳しい食事制限は QOL
を落としかねず、分かってはいてもなかなか運動を継
続できないのが人の性

さが

でもある。そこで近年、体内の
余分な脂肪を減らしてくれる存在として大きな注目を
浴びているのが「褐色脂肪組織」だ。北海道大学大学
院獣医学研究院准教授の岡松優子さんは、シマリスや
クマなどの冬眠する動物の研究を軸足として、人間の
褐色脂肪細胞が活性化したり増加したりするメカニズ
ムを研究している。

「存在しない」といわれていた
ヒト褐色脂肪組織の発見
　そのとき、研究チームの3人はPET-CTで撮影した
自分たち自身の画像を凝視していた。チームを率いる
教授の画像には、狙っていたものはまったく映ってい
なかった。
 「やっぱり、ないか……」
　ため息が漏れる。
　2人目の被験者である研究員の画像には黒い領域が
わずかに見られるが、小さ過ぎて確証が持てない。そ

して3人目、大学院生の女性の画像を表示すると、
 「あった!!」
　肩と脊椎の周囲にいくつもの影がくっきりと映し出
されていた。影の正体は、シマリスやマウスなどの小
動物にしか存在しないといわれていた「褐色脂肪組織

（Brown Adipose Tissue; BAT）」 。BATがヒトの成
人にもあることが世界で初めて確認された瞬間だった。
　この画像の主が、当時大学院生で、その後BATの
研究者となった岡松優子さんだ。
 「それまでは、ヒトは幼いときにはBATを持っている
が、成長につれて失われてしまうと考えられていまし
た」
　と、岡松さんは当時を振り返る。
　動物のBATを研究していた岡松さんたちは、学会
で成果を発表するたびにほかの研究者から「人体にな
い組織を研究しても応用が期待できない」と言われて
きた。
 「でも、この研究を主導する斉藤昌之先生は、解剖で
は見つからなくてもPET-CTを使えば見つけられるの
ではと考えていたんです」
　 晴れて、 ヒト のBATを発見した岡松さんたちは
2009年に論文を発表。世界で、ヒト褐色脂肪組織の研
究が幕を開けた。
　脂肪と聞いて私たちが思い浮かべるのは、皮下や内

取材・文：江口絵理　撮影：成田雅浩（マーヴェリック）　図版提供：岡松優子

北海道大学 大学院 獣医学研究院 准教授

岡松 優子さんに聞く

ヒトにもあった脂肪を燃焼させる褐色脂肪組織
肥満対策に期待されるその仕組みを探る
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北海道大学 大学院 獣医学研究院 准教授
1975年、東京生まれ。北海道大学獣医学部、同大学院獣
医学研究科博士課程修了。北海道大学大学院獣医学研究科 
助教、講師を経て2018年より現職。

Yuko Okamatsu

岡松 優子

臓に脂質をため込む「貯蔵庫」としての白色脂肪組織
だ。食べ物が十分に得られないときは予備のエネル
ギー源として使うことができ、寒いときには断熱の役
割も果たす。
　ところが褐色の脂肪組織BATは、脂肪を燃やして
熱を作る働きをする。脂肪を貯蔵する白色と消費する
褐色。同じ脂肪でありながら、両者は対極の存在とも
いえる。
 「そのため、人体のBATを増やしたり活性化させたり
できれば肥満を予防・解消できる、ということで大き
な注目を集めています」
　しかし、冒頭の実験にもあったようにBATを持た
ない人もいるようだ。もともと持っていない人は、増
やすことも活性化させることもできないのではないか？
 「遺伝的に決まっている部分もあると思いますが、生
後も環境次第で量を変化させることが可能だと考えら
れています。実際、同じ人でも外気温が高い時期には
減少し、低くなると増えます。それぐらい、BATは変
動するものなんです」

全てはシマリスから始まった

　岡松さんはもともと、「人の肥満予防・解消」の方法
を探していてBATにたどり着いたわけではない。岡

松さんをBAT研究に導いたのは、大学生のときにペッ
トとして飼い始めたシマリスだった。
 「そのシマリスが毎年必ず11月末から翌年3月まで冬
眠するんです。部屋の中はいつも暖かく、餌も十分に
与えているのに。シマリスがどうやって1年の季節の
巡りを検知し、体内で何が準備され、どのように眠り、
どのように目覚めるのか、不思議でなりませんでした。
そこで、一度は化学専攻で入学した大学を辞め、獣医
学部がある北海道大学を受験し直しました」
　冬眠研究ができる研究室は――？と探していて学部
時代に出合ったのが、冬眠動物の覚醒に欠かせない
BATだった。そもそも、BATは冬眠動物で発見され
た組織だという。
 「冬眠時のシマリスは体温が5℃以下まで下がってい
ます。いざ覚醒するとき、起きている動物が寒いとき
にするように筋肉をぶるぶる震わせて体を温めること
はできません。そのときに体内でBATが働いて熱を
作り、まずは脳を起動するのです。そこから体温37℃
に戻るまでに、わずか30分ほどしかかかりません。
BATは、いわば体内にあるストーブなんです」
　冬眠研究にはいろいろなアプローチがあり得るが、
BATを軸足として冬眠のメカニズムに迫っていくこと
もできそうだ。岡松さんはこの道を進むことに決めた。
　脂肪を燃料として熱を産む体内のストーブ。ストー
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い。有力な刺激の一つが、唐辛子の辛み成分カプサイ
シンです」
　辛みの強い成分を日常的に摂取するのは無理がある
が、類似成分であるカプシノイドでも肥満抑制効果が
あるとされている。
 「ただ、カプシノイドを摂り続けて実際にやせたとし
ても、その原因が必ずしも褐色脂肪細胞やベージュ脂
肪細胞だとは限りません。その因果を明確にするため
に、企業との共同研究で、マウスを使った実験を行い
ました」
　岡松さんはこの実験によって、どのような回路で肥
満が抑制されているのかを突き止め、肥満抑制は確か
に褐色脂肪細胞の熱産生機能によるものといえると論
文にまとめた。

腸内細菌叢
そう

がうまく作られると
ベージュ細胞が増える

　使う刺激は寒さや食事などといった穏やかなもので
はあるが、本来、交感神経とは生命の危機を回避する
ような場面で活性化するもの。肥満対策とはいえ、コ
ントロールしてよいのかという懸念は否定できない。
　交感神経刺激以外の回路でBATやベージュ脂肪細
胞を増やしたり、活性化したりすることはできないか。
岡松さんは研究を進めた。
　マウスでは生まれてすぐの乳児期にベージュ脂肪細
胞が増えていく。この増加と外気温の変化とは連動し
ない。さらに、離乳するとベージュ脂肪細胞は消えて
しまう。ということは、効いているのは母乳であり、

ブはどのようなときに増え、どのようなときに盛んに
熱を生むのか。冬眠動物でそのメカニズムを解明する
ことが、岡松さんの研究テーマだ。
 「それが分かれば、ヒトへの応用の可能性も開かれま
すから」

白色脂肪から生まれ、
脂肪を燃焼するベージュ色の細胞

　ヒトの肥満対策としては、BAT以外にもう一つの
ターゲットがある。褐色でも白色でもない、「ベージュ
脂肪細胞」だ。
　交感神経への刺激（例えば寒さなど）が続くと、白色
脂肪細胞の一部がBATのような姿・性質に変わって
いくことがある。この、白色細胞が“褐色化”した細胞
を「ベージュ脂肪細胞」と呼ぶ。脂肪を燃やす力は褐
色脂肪細胞と遜色ないという。白色脂肪細胞は誰でも
持っているので、ベージュ脂肪細胞を作り、活性化さ
せることは誰に対してもできる。肥満対策として非常
に期待が持てる存在といえる。
　褐色脂肪細胞やベージュ脂肪細胞を増やしたり活性
化させたりするには、交感神経への刺激が有効だ。最
も簡単にできるのは寒冷刺激だが、だからといって寒
さにずっとさらされていたら人は風邪をひいてしまう。
そこで、寒さ以外の刺激でベージュ細胞を増やそうと
いう研究も進められている。
 「『ものを食べること』も交感神経を刺激します。新た
な薬を創るとなると安全性を確保するまでが大変です
が、普段私たちが食べているものなら問題は起きにく

Figure1　ヒトの褐色脂肪組織 Figure2　白色脂肪組織と褐色脂肪組織

成人の褐色脂肪組織（矢印で指した部分）。BATはがん組織同様、グルコー
スを多く取り込むため、PET-CTで可視化できた

それぞれの電子顕微鏡像（左）と組織像（右）。どちらも脂肪組織だが、正反対の
機能を持っている

エネルギーの貯蔵 エネルギーの消費
（非震え熱産生）
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Figure3　褐色脂肪量と脂肪量

褐色脂肪量は、BMI（肥満度を示す指
数）、体脂肪量、内臓脂肪量と反比例
しており、褐色脂肪組織が脂肪量の
コントロールに関わっていることを
示唆している

赤ちゃんの腸内細菌叢だと考えられる。
 「マウスで実験を行ったところ、授乳期に母親が高脂
肪の食事をしたり、抗生物質を摂取したりすると、赤
ちゃんのベージュ脂肪細胞の増加が抑えられてしまう
ことが分かりました」
　ならば、ヒトの成人も食事やサプリメントによって
腸内細菌叢に変化を与えることで、ベージュ脂肪細胞
を増やすことができるかもしれない。
　岡松さんはさらにその先も追跡を続けた。実験を続
けたところ、授乳期に母親の高脂肪食などによって
ベージュ脂肪細胞が増えなかった子マウスは、大人に
なってから寒冷刺激を与えたときにベージュ脂肪細胞
がうまく増えないことも分かってきた。
　実は、この実験は岡松さん自身の育児経験が着想の
基になっている。母親となった女性は妊娠期や授乳期
に自分の食生活やストレスなどが子どもにどんな影響
を与えるのかが気にかかるものだが、岡松さんもその
例に漏れず、不安を感じることが多かった。母親の何
がどのように子どもに影響するのか、分かっていない
ことが多いからだ。岡松さんは自分の研究分野にその
疑問を投影した。
 「BATやベージュ脂肪細胞の量や増え方には個人差が
大きい。もしかしたら、その差を生み出している要因
の一つが胎児期や乳児期にあるかもしれない、と思っ
たんです」
　疫学でも「小さく生まれた子は将来太りやすい」な
ど、胎児・乳児の頃の環境や状態がその先の健康にも
長く影響を与え得るとはよくいわれてきたが、実際に
体内で何が起きているのかについては分かっていない

ことが多い。岡松さんは、そのメカニズムを明らかに
しようとしている。

クマ、ハダカデバネズミ、ナキウサギに
褐色脂肪細胞はあるか？

　岡松さんが拠点とする北海道大学では、クマの冬眠
研究の歴史も長い。岡松さんもクマの冬眠の研究者と
共同研究を行っている。大人のクマはBATを持つの
だろうか？
 「解剖学的にはないようです。でもヒトも長らく『な
い』といわれていましたから、クマだって条件を整え
てPET-CTで撮ればあるかもしれません。実現するの
は難しいですが（笑）」
　大人になってもBATを持っているとされる動物は
さほど多くない。
 「マウスやラットは持っていますが、大人のイヌ・ネ
コにはありません。体が大きくなるとその分、熱が逃
げにくくなるので、BATに頼る必要がなくなっていく
から、と考えると理屈は通ります」
　さらに、クマは冬眠とはいってもシマリスのように
体温が劇的に下がるわけではなく、せいぜい30℃ほど。
覚醒時にBATの出番はないのかもしれない。
　数少ない動物のBAT専門家として知られる岡松さ
んの下にはさまざまな研究テーマが持ち込まれる。ハ
チやアリのように女王を頂点とする社会を作ることで
知られる齧

げっ

歯
し

類、ハダカデバネズミにBATはあるか。
北海道などの寒冷な地域に暮らすナキウサギはどうか
……。

出典：Saito M, Okamatsu-Ogura Y, Matsushita M, Watanabe K, Yoneshiro T, Nio-Kobayashi J, Iwanaga T, Miyagawa M, Kameya T, Nakada K, Kawai Y, Tsujisaki M. 
High incidence of metabolically active brown adipose tissue in healthy adult humans: effects of cold exposure and adiposity. Diabetes. 2009 Jul;58(7):1526-31. 
doi: 10.2337/db09-0530. Epub 2009 Apr 28. PMID: 19401428; PMCID: PMC2699872.

褐
色
脂
肪
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冬ごもり前の動物たちはなぜ
肥満で病気にならないのか

　冬ごもり前の動物たちがたくさんの餌を食べて丸々
と太るのも、寒冷地の動物たちが脂肪をたっぷりとま
とっているのも私たちには見慣れた光景だが、冬眠と
脂肪を研究する岡松さんにはこれらも不思議に映る。
 「ヒトは、消費し切れないほどのエネルギーを採ると、
中性脂肪に変えて体内にため込みます。それが肥満を
生み、肥満が糖尿病や高脂血症、そして動脈硬化や脳
梗塞・心筋梗塞を引き起こします。しかしかなり多く
の脂肪を蓄える野生動物はこうした疾患にはなりませ
ん。それはいったいなぜなのか」
　岡松さんは、脂肪細胞の“情報発信”に注目している。
　私たちになじみのある白色脂肪組織は、いわば「貯
蔵庫」だ。ヒトの体では、食べ過ぎによってもうこれ
以上の脂肪は貯蔵できないとなると、貯蔵庫から「も
う無理です」というシグナルが出る。
 「白色脂肪細胞からは『レプチン』というホルモンが常
に出ているのですが、脂肪の蓄積が増えるほどレプチ
ンも多く放出されます。放出されたレプチンは脳に作
用し、食欲を抑制します」
　脂肪貯蔵庫は単なる倉庫ではない。在庫の多寡を自
ら検知し、余剰が出そうなときは在庫増加を抑制する
指令を出す、コントロールセンターでもあるのだ。
　実によくできた仕組みだが、ヒトの体では、レプチ
ンがあまりに長期的に多量に出続けると効かなくなっ
てしまう。食欲が抑制されなければ、余っているにも
かかわらず脂肪はどんどん蓄積されていく。

 「ハダカデバネズミはもともと低体温なのでBATはな
いのではと予想していましたが、意外なことに多量の
BATを持っていました。女王は集団から隔離したとき
にBATで熱を作り発熱することが分かりました。マ
ウスの実験では孤独ストレスを感じるとBATが活性
化するという報告があるので、ハダカデバネズミでは
女王はワーカーに比べて孤独に弱いのかもしれません」
　またウサギは一般的にBATを持たないが、ナキウ
サギはわずかに持っていた。
 「動物のBATについてもまだまだ知られていないこと
ばかりです。これまでの知見でうまく説明がつく発見
もあれば、全く予想外のことも多くて」
　と、岡松さんは「まだ分かっていないこと」を実に
楽しそうに話す。
　冬眠の実験にはハムスターも使っている。ハムス
ターは冬眠をするが、一年に一度、決まった時期に冬
眠するシマリスとはスタイルが違う。
 「ハムスターは『条件的な冬眠動物』といわれます。冬
眠をするのは、ある条件がそろったときだけなんです」
　その条件とは「寒さ」と「日照の短さ」だ。飼育室を
一定の寒さに保ち、部屋を暗くしておくとハムスター
は冬眠に入る。ただし、条件がそろったらすぐではな
く、2 ～ 3 カ月してから冬眠を始めるのだという。ま
るで助走するかのように準備に時間をかけるハムスター
の体内で、いったいどんな変化が起きているのだろう？
 「それを知りたくて、いま研究を進めています。一つ
の可能性として、覚醒のために必要なBATを体内に
十分、蓄えられるまで待っている、ということも考え
られます」

Figure5　寒冷刺激による褐色脂肪組織の集積

夏期温暖条件、同寒冷条件、冬期寒冷条件での褐色脂肪組織（四角で囲った部分
および矢印で指した部分）。寒冷刺激によって増加していることが分かる。寒冷
条件は、室温19 〜 20℃で約2時間、手足を間欠的に氷冷した状態

寒冷刺激を受けると交感
神経が活性化されノルア
ドレナリンが分泌される。
褐色脂肪細胞はアドレナ
リンがスイッチとなって
脂肪を燃焼させて熱を発
生させる

白色脂肪細胞
褐色脂肪細胞
ベージュ脂肪細胞

Figure4　褐色脂肪組織が脂肪を燃焼させる仕組み
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出典：Anju Tsukada, Yuko Okamatsu-Ogura, Emi Futagawa, ..., Satoshi Ishizuka, 
Kei Sonoyama, Kazuhiro Kimura White adipose tissue undergoes browning during 
preweaning period in association with microbiota formation in mice. iScience 26, 
107239, July 21, 2023

魅せられて研究されていましたが、後になって大きな
応用先が生まれ、そのおかげで、生物学と医学は目覚
ましい発展を遂げました。それが基礎研究の理想的な
在り方だと思っています」
　そのため、自分が数年以内にどのような成果を社会
に送り出せるかという見通しは立てにくい、と岡松さ
んは言うが、基礎研究ながらもいわば“副産物”として、
現時点で肥満対策をはじめとした医学への応用が大い
に期待できるのが冬眠動物研究の強みでもある。
 「例えば、生物の細胞は常に酸素を欲していて、人間
は心臓がわずかの間でも動きを止めればすぐさま命の
危機にさらされます。細胞側の『需要』は一定で、血
流による『供給』は必ずそれに応えなくてはいけない。
一方、冬眠動物は血流を非常に低く抑えても生命を維
持できる。需給を自在に制御しているわけです。その
メカニズムが分かり、うまく模倣できれば、心筋梗塞
などの治療に役立つでしょう」
　また、冬眠する動物は何カ月もほぼ動かず、ものを
食べないにもかかわらず、骨が衰えることがない。そ
の謎も、クマの血液を使って研究中だ。
 「骨を持つ生物の体内では骨を作る細胞と骨を壊す細
胞がバランスを保って存在していますが、冬眠中のク
マの血液は冬眠していないときのクマの血液と比較し
て、骨を壊す細胞の活動を抑えることが分かりました。
そこに何が含まれているのかを解明できれば、ヒトの
骨粗鬆症の予防や治療に役立つと考えられます」
　基礎研究が本丸と言いつつも、すでに多くの応用が
期待されるこの分野。将来、今の私たちには想像もつ
かない価値をもたらしてくれるかもしれない。

 「これがヒトの肥満の始まりかもしれないといわれて
います。一方、冬眠前や寒冷地で脂肪をたっぷりため
込んでも健康な動物たちは、こうした情報発信の仕組
みや、臓器同士の連関の在り方が違うのかもしれませ
ん。それを明らかにすることは、冬眠動物の体の仕組
みを知るという基礎的な研究であると同時に、肥満対
策にも役立つ研究になります」
　驚くべきことに、脂肪組織が出すホルモンには「（い
ま脂肪の在庫の余剰が大きいので）肝臓でより多くの
脂肪を使ってくれ」といったように、ほかの臓器に指
示をするものもあるという。
 「ベージュ脂肪細胞も情報発信を行っているので、
ベージュ脂肪細胞をほんの少しでも作れれば、それ自
体がエネルギー消費を大きく変えるほどでなくても、
全身の代謝が上がると期待できます。だから、ベー
ジュ脂肪細胞を増やす方法だけでなく、シグナルを増
やす方法も探索したいと思っています」

冬眠研究は、心筋梗塞治療や
骨粗鬆症治療への応用も

　岡松さんは自身を肥満対策の研究者というよりは、
BATを鍵として冬眠動物の体内メカニズム解明を目指
す「基礎研究」の人間だと認識している。
 「私の原動力は必ずしも『今すぐに社会の課題を解決
したい』という思いではありません。2008年にノーベ
ル化学賞を受賞された下村脩博士も、クラゲの蛍光タ
ンパク質を研究していた当時、何かの役に立てたいと
いう動機からではなく、生物が持つ蛍光の不思議さに

Figure6　寒冷刺激による白色脂肪組織の褐色化 Figure7　乳子期の腸内細菌叢と褐色脂肪組織

マウスを寒冷条件（室温4℃）に置くと、そけい部の白色脂肪組織の中にベー
ジュ脂肪細胞（細かい粒を多数含む細胞）が出現してくる

哺乳期の母マウスに普通食（ND）あるいは高脂肪食（HFD）を与えた場合の子の細菌叢
と脂肪組織。子の細菌叢は全く異なり、HFD母の子はベージュ脂肪細胞量が少ない
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2023年6月19～20日、スペイン・マドリード市で、「ITS European Conference 2023（国際
電気通信第32回欧州会議）」が「EUにおけるデジタル10年の実現｜言うは易く行うは難し？｜」
をテーマに掲げて開催された。

長崎県立大学 シーボルト校 国際社会学部 准教授

河又 貴洋

27年ぶりのスペインでの国際学会大会
　1996年 6月 16〜19日の 4日間にも及ぶ国際電気通
信学会の第 11回隔年次大会は“Telecommunications: 
An Engine of Social and Economic Development”を
テーマにスペインのセビリアで開催された。筆者に
とっての国際学会大会初参加の研究発表は、特別企画 

“Japanese Telecommunications and the NTT Review”
（日本の電気通信事業と NTTの見直し）をテーマに
パラレルセッションが 2セッションも設けられ、日
本人を含む12人の研究者が登壇、その中の最後の報
告者が筆者であった。このセッションを企画・コー
ディネートしたのは、後の当学会会長を務め、現在
学会学術誌の TELECOMMUNICATIONS POLICY

（Elsevier 発行）の編集長のエリック・ボーリン氏であ
り、当セッションは同誌の Vol.21, No.2（March 1997）
に“Restructuring Japanese Telecommunications”特集
号として論文が掲載されることにもなった。筆者の論
文も“NTT's R&D : a platform for multimedia”と題し
て掲載されるに至った。
　それから、20年余り電気通信業界をめぐる競争環
境は目まぐるしく変化し、モバイル通信は第1・2世代

（地域標準｜ナショナル・イノベーション・システム）

から第 3・4世代（グローバル標準｜グローバル・イノ
ベーション・システム）を経て5Gの時代（地域間連携
標準｜リージョナル・イノベーション・システム）を
迎え、インターネットの普及がクラウドコンピュー
ティングをもたらし、（新たな）プラットフォーマーと
しての米国 GAFAMや中国 BATHB＋ByteDanceが米
中対立の象徴として出現することとなった。そして、
昨年のヨーテボリ大会のテーマ「デジタル・プラット
フォームの抑制？｜独占への挑戦、競争の促進、規制
体制の整備」から今年は「EUにおけるデジタル 10年の
実現｜言うは易く行うは難し？｜」へと、産業規制か
ら技術の社会実装への転換を見せながらも、欧州地域
の人間（市民）を中心に置いた社会産業基盤のデジタル
化という共通認識が貫かれたものであった。
　さて、本大会で筆者の発表は、“Techno-nationalism/-
globalism/-socialism over information and communication 
technology（ICT） : The International Political Economy 
of U.S.-China Technological Hegemony and EU’s Social 
Shaping”と題し、欧州のこれまでの国際的な情報通信
技術戦略に照らして、グローバルな環境変化（革新的
技術の浸透｜社会的受容）における国際政治経済学的
アプローチを基に解読することにより、米中の情報通
信をめぐる技術覇権競争の行く末を占うことを目的と

学 会 リ ポ ー ト

「ITS European Conference 2023」
参加報告
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するものだった。そして、かつてのテクノ・ナショナ
リズム（フルセット型の国家科学技術政策）からテク
ノ・グローバリズム（グローバルな連携―資本や人材
の流動性の高まりの中での国の競争優位戦略）の展開
への移行によって連結された世界がもたらすリスク
への対応としての新たなテクノ・ナショナリズムない
しテクノ・リージョナリズムへの回帰における新体制

（国際のみならず国内）間紛争と対立に対するテクノ・
ソーシャリズムの波頭がいかなる展開を見せるのか、
推察したものである。

開催地としてのスペインにて

　27年前のセビリアと現在のマドリードは海洋国家で
あるスペインの伝統文化を継承する都市で、スペイン
帝国での要衝であり、現在の都市空間にあっても当時
の栄華を誇るシンボル的な建造物を有する。セビリア
で記憶に残っているのはオロ・タワーで、グアダルキ
ビル川のほとりにあり、ゴールデンタワーともいわ
れ、金と銀を積んだアメリカ大陸から戻る船の終点で
あったセビリアの輝かしい海事の歴史の証しで、川の
港に侵入する船を監視する目的の軍事監視塔として建
設された。そこには、通信の歴史の一端を垣間見るこ
とができる。
　一方、今回の欧州大会はリージョナルな大会とはい
え、全てのトピックがグローバルなインパクトを有す
る時代にあって、世界各国の多様なスポンサーに支え
られながら国際色豊かな大会がスペインの首都マド
リードで行われることになったが、海洋国家として名
を馳せたスペインの威光を残す中心街の建造物は全て
においてスケールが違い、プラド美術館に象徴される
ように世界の名作が収められた壮大なものである。ま
た、都市の構造が王宮を中心に、欧州最古の凱旋門ア
ルカラ門が東に、北にはビクトリア門が立ち、市街地

にはスペイン広場やマヨール広場が設けられ、人々が
集い、くつろぐ場所に事欠かない。加えて市民はそれ
ぞれの地区のオープンエアーな街路でテーブルを囲
み、夏の夜長を謳歌している。そのようなコミュニ
ケーションの集積地ともいえるマドリードに大会開催
場所となった UNED（スペイン国立通信教育大学）は
スペイン最大の通信教育大学で、その人文学部はビク
トリア門近くの複合大学地区の一画にあり、広大なオ
エステ公園を抜けたところに位置しており、キャンパ
スは静寂ながらもモンクロア駅界隈に抜けるとそこは
学生街でもある。それは、「欧州のデジタル化 10年」
を議論するコミュニケーションの中核地ともいえる環
境であった。
　学会とは Academic Societyであり、研究者たちが
意見を交わし、議論をする「社交の場」としての国際
大会を通じて、学術研究の先端のトピックを確認する
のみならず、それぞれの国の国際的なプレゼンスをう
かがい知る機会でもある。最後に、このような国際的
な学術交流の場で研究発表に機会を得て、グローバル
な視野で欧州のみならず世界の研究者と議論や意見交
換をし、親交を深めることができた。ここに、改めて
公益財団法人 KDDI財団には海外学会等参加助成をい
ただけましたことに感謝申し上げます。

論文発表する筆者 元ITS会長のErik Bohlin氏と筆者。大会会場（写真左）、
夕食会（Gala Dinner）にて

大会会場近くのビクトリア門（Arco de La Victoria）

長崎県立大学 シーボルト校 国際社会学
部 准教授
筑波大学大学院経営政策科学研究科修了

（経済学修士）、電気通信大学大学院情報
システム学研究科社会知能情報学専攻単
位取得退学。専門は情報経済学、社会情
報学で、「情報通信技術の地政経学」を
テーマに国際政治経済学アプローチで研
究。一方で「島嶼社会情報学」と称して
コミュニティのネットワーク戦略につい
ても取り組む。情報通信学会理事・社会
情報学会理事・評議員を歴任。

河又 貴洋
Takahiro Kawamata
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2023年6月20～22日、カナダのモントリオールで
The International Association for Media and History（IAMHIST2023）が開催された。

大妻女子大学 社会情報学部 専任講師

佐藤 信吾

研究者と実務家の協働による開催
　今回参加した IAMHIST2023は、「アーカイブの未
来を考える（Future of Archives）」がテーマの大会で
した。デジタル技術によってアーカイブの形態や可能
性が発展する中で、社会学者や歴史学者などの研究者
とジャーナリストやアーキビストといった実務家が協
働する機会が増えており、今大会もその最先端に位置
付けられる学際的なものでした。ホスト国であるカナ
ダからだけでなく、アメリカ、フランス、ドイツ、ブ
ラジル、日本、イラン、シンガポールなどからの参加
者が自国のアーカイブの現状や課題を共有し、さらに
アーカイブを整備するために必要なことを話し合いま
した。

発表内容とさまざまな議論

　 私 は「 ア ー カ イ ブ 化 さ れ る ジ ャ ー ナ リ ス ト
（Journalists as Archived Self）」という発表を行いま
した。戦争体験者の証言がデジタル・アーカイブで保
存・公開される現代社会において、「聞き手」としての
ジャーナリストがインタビューにおいて果たしている
役割が、証言アーカイブを用いて分析することが可能

になっています。この状況において、アーカイブ論と
ジャーナリズム論を接合する必要性とその方途を考
察しました。発表は「アーカイブ、ニュース、そして
ジャーナリズム（Archives, News and Journalism）」と
いう部会に振り分けられ、発表後にはニュース・アー
カイブを構築する責任主体（政府、メディア企業、市
民団体など）はどこなのか、デジタル空間でニュース
やジャーナリズム実践が複製され続ける現代社会に
おいて、どのバージョンを保存することが求められ
るのかについて議論を深めました。ブラジル出身の
ジャーナリスト（Lucia Santa Cruz氏）やケベック州の
ニュース映画アーカイブを運営しているアーキビスト

（Lance Watsky氏）など実務家が多いセッションだっ
たため、実務との架け橋を意識した内容の議論が中心
でした。
　自分が発表した部会（パネル 8）以外にも、さまざま
な部会に参加して知見を広げました。例えば従来の
アーカイブが支配者の歴史の正当化に使われてきたこ
とを批判的に問い直し、オーストラリアの事例に基
づいて人々の政治的な抵抗の実践をアーカイブ化す
ることの重要性を指摘した部会（パネル 3：Conviction 
Politics: Liberating the Convict Archive）、人々が日
常的に眺めている過去のイメージ（記憶の風景）をアー

学 会 リ ポ ー ト

「IAMHIST2023：
アーカイブの未来を考える」参加報告
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カイブ化する方法論について、ビデオゲーム論やフェ
ミニズム、政治的不正義についての研究、映画研究
などの視点から考察する部会（パネル 11：Landscapes 
and Architectures of Memory）、第2次世界大戦期に
おける国内外に向けた各国のプロパガンダや映画制
作などをアーカイブ化することで、アーカイブが現
代史の研究にどのように資するかを検討する部会（パ
ネル 14：WW2 and Beyond National and International 
Archives）などを聴講し、現代のアーカイブ論が政治
学や社会学だけでなく、ジェンダー論やフェミニズ
ム、ポストコロニアリズムといった現代の人文学・社
会科学の潮流と密接に結び付きながら発展しているこ
とを肌で感じました。またランチやディナーの時間を
積極的に活用し、第2次世界大戦中のナチス・ドイツ
のプロパガンダ戦略を研究している Louis Fortemps氏
や、GHQによる日本占領期のラジオ番組のアーカイブ
を用いた分析を行っている太田奈名子氏、イランにお
ける大衆映画のアーカイブを研究しつつ、自らも映画
アーカイブの構築に取り組む Hossein TavazoniZadeh
氏らと交流しました。こうした交流によって、それぞ
れの地域で独自に発展するアーカイブ研究の多様性
と、各国で共通して抱える問題（アーカイブを維持す
るコストの問題や映像を利用するための法的な権利の
問題など）の双方に関する理解が深まり、今後の研究
の展望が開けました。
　大会の前日には Musée des Ondes Emile Berlinerで
エクスカーションが行われました。フォノグラフの完
成と普及で知られるグラムフォン社を設立した Emil 
Berlinerが20世紀のメディア産業に与えた影響やカ
ナダのメディア史の概要を学ぶとともに、Marshall 
McLuhanや Harold Innisらによって独自のメディア論
を発展させてきたカナダの地で、アーカイブを技術と
社会の両面から考える意義について参加者と議論しま
した。

会議参加を通じて
　本学会はケベック州のモントリオール市にあるケ
ベック大学モントリオール校（UQAM）で開催されま
した。先住民、フランス系、イギリス系の文化が混在
するだけでなく、さまざまな地域からの移民が独自の
コミュニティを形成しながら共存するモントリオール
では、植民地主義や多文化共生といったテーマが街中
にあふれていました。市内で生活する多くの人がフラ
ンス語と英語のバイリンガルで、考古学歴史博物館や
モントリオール美術館では多文化が融合する中で生ま
れた現代美術に関する展示が広範に展開されていまし
た。学会の2日目には、マニトバ州のサウスインディ
アン湖で毎年開催される家族やコミュニティの集いを
題材にしたドキュメンタリーを鑑賞し、監督とディス
カッションする機会も用意されていました。ここでも
文化的理解におけるドキュメンタリーやアーカイブの
役割が強調されていました。まさに多様性と文化性の
問題を考え続けた1週間でした。
　なお本学会には、公益財団法人 KDDI財団の海外学
会等参加助成を利用して参加しました。

1日目に行われた筆者（佐藤）の発表の様子 2日目に行われたドキュメンタリー鑑賞会の様子 3日目に行われた全体討論の様子

大妻女子大学 社会情報学部 専任講師
慶應義塾大学大学院社会学研究科修士課
程修了（社会学）。同博士課程単位取得退
学。専攻分野は社会学、ジャーナリズム
論、メディア論。アジア・太平洋戦争の
記憶と日本のジャーナリズムの関係を主
に研究している。主要業績に「対話的構
築主義によるジャーナリズムの戦争証言
インタビューの再検討」、「戦争の記憶の
構築過程におけるジャーナリズムとコメ
モレイションの相互作用の分析」などが
ある。

佐藤 信吾
Shingo Sato
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　冬眠と聞いて皆さんは何を思

い浮かべるだろうか。カエル・

カメ・ヘビをはじめとする、変

温動物の両生類・爬虫類の冬眠

をイメージする方が多そうだ。

一方で、恒温動物の哺乳類であ

るツキノワグマ・ヒグマ・シマ

リスなどの冬眠を思い浮かべる

方もいるだろう。

　恒温動物の冬眠は、外気温が

低下すると体温も下がってしま

い結果として動かなくなる変温

動物の冬眠ほど、簡単ではない。

恒温動物は、寒冷時でも活動が

可能なように、毛皮や毛細血管

の収縮などで体熱の放散を抑え

るだけでなく、積極的に体内で熱

を作り出す「熱産生」を行うこと

で、体温を37ºC付近に維持して

いる。「熱産生」のエネルギー源

は主に、食物と体内に蓄えた脂肪

や筋肉である。冬季の寒冷時に

は熱産生の需要は高まるが、エ

ネルギー源である食物が枯渇し

情報伝達・解体新書

彼らの流儀はどうなっている？ 執筆：山口 良文　絵：大坪 紀久子

エ ッ セ イ

冬眠の仕組みは分からないことだらけ。
けれど、冬眠動物には人間の未来社会に役立つ能力が隠されている。

眠るという
生存戦略冬

眠
か
ら
見
つ
め
る

未
来
社
会
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冬眠の際の体温変化
シリアンハムスター
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了し、動物は春の活動を始める。

　面白いのは、こうした深冬眠

の繰り返しや数カ月にわたる冬

眠期間の終了が、外界からの刺

激をなくした場合（研究室でこ

れらの動物を温度・明暗一定の

環境で飼育した場合など）でも

「自律的に」生じることだ。換

言すれば、動物の体内に、冬眠

の開始や終了をつかさどる何ら

かの未知の時計が存在する、と

もいえる。こうした現象自体は

100年以上前から知られてきた

が、その仕組みは残念ながらま

だよく分かっていない。

　哺乳類の中で冬眠する種は知

られている範囲で10% 強といわ

れるが、調べられていないだけ

でおそらくもっといるだろう。

ヒトや犬猫、ラットやマウスな

どは、冬眠はできない。なぜ一

部の哺乳類だけが冬眠できるの

かは不明だ。

　冬眠するには、いろいろな性

質が必要だ。深冬眠で経験する

ような長時間の低体温には、ヒ

トやマウスなどの冬眠しない哺

乳類は耐えられない。からだの

細胞が死んで心臓も止まるため

だ。

　私たちは最近、冬眠する哺乳

類の細胞が低温に耐えるために

は食物から取るビタミン E が大

事なことを報告した。また低温

に耐えるために必要な遺伝子群

を見つけつつある。また、冬眠

の際は数日から数カ月にわたり

巣穴の中で寝たきりにもかかわ

らず、筋肉はあまり衰えない。

そのため冬眠後も野山を駆け巡

ることができる。寝たきりです

ぐ筋肉が落ちてしまうヒトとは

大違いである。

　こうした冬眠動物が持つスゴ

イ能力を理解していくことは、

臓器移植の際の長期低温保存や

低体温療法、寝たきりの際のリ

ハビリ、エネルギー需要を落と

す方法をはじめとして、未来社

会の暮らしの質の向上につなが

ると期待している。

がちである。食物がないのに熱

産生を行い続ければ痩せ細って

やがて死んでしまう。そこで哺

乳類の一部は季節性にかつ長期

にわたり、自ら熱産生を減弱さ

せ外気温まで体温を下げること

でエネルギー需要を減らす「冬

眠」という生存戦略を取った。

　シマリス・ヤマネ・ハムス

ター・コウモリなどの小型の冬

眠する哺乳類では、外気温が4℃

であれば体温は5℃近くまで低

下する。この体温が極端に低下

した状態は、「深冬眠」と呼ば

れ、触られてもまったく身動き

せず、死んでいるかのようだ。

この「深冬眠」は数日間続いた

後、活発な熱産生が生じて体温

が 37ºC付近まで戻る。しかしま

た半日から1日すると、動物は

再び深冬眠へと陥る。この深冬

眠とそこからの復帰は、数カ月

の冬の間、何度も繰り返される。

この繰り返しは数カ月すると終

スゴイ能力に
期待して

寝たり
起きたりの謎

Yoshifumi Yamaguchi　北海道大学 低温科学研究所 教授

1975年生まれ。京都大学理学部卒、同大学院生命科学研究科博士課程修了。
自然科学研究機構研究員、東京大学薬学部助教・准教授、

JSTさきがけ研究員を経て、2018年より現所属。
稲盛科学研究機構（InaRIS）フェロー。

冬眠の分子機構の解明を目指したアプローチをしている。
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ノンフィクション作家。1961年横浜市生まれ。東京外国語大学モンゴル語学科卒業。

『ご先祖様はどちら様』で第10回小林秀雄賞、『「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー』 で第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。他の著書に『からくり民主主義』
『趣味は何ですか？』『損したくないニッポン人』『定年入門』『悩む人』『道徳教室』など。最新刊は『おやじはニーチェ　認知症の父と過ごした436日』（新潮社）。

髙
橋
秀
実

メディアはメッセージである。
……マーシャル・マクルーハン

明 日 の 言 葉

エ ッ セ イ

　 これだ、 と私はほくそ笑ん
だ。新書サイズで写真や図版を
多用し、ページをめくるごとに
活字も変化し、鏡文字で読めな
い箇所もある。なんだかよくわ
からないが、わからないままに
メディアが「われわれのすみか
らすみまで働きかける」という。
人間の「どんな部分にも触れ、
影響を及ぼ」すわけで、メディ
アはメッセージ、ではなく、メ
ディアがメッセージ。メッセー
ジというより、マッサージであ
る、という主張なのだ。
　活字メディアは人間に均一性
や連結性、さらには細分化や専
門化をもたらしたが、テレビな
どの電子メディアは同時性をも
たらす。「時は止まり、空間は
消失」し、世界は「同時的なハ
プニングの世界」に変えられて
しまうとのこと。実際、私自身も

「失敗ばかりのAD」として、し
ばしばテレビに出演し、そのマッ
サージを体感したものだった。
　汗を拭い、私はしばし思い出
に耽った。本という活字メディ

 「メディアはメッセージである」
　それがマーシャル・マクルー
ハンの名言だと聞いて、私は咄
嗟にヘンだと思った。何か違う
感じがする。メディアはメッ
セージでも面白くもなんともな
いし……。
　今から40年前、テレビ業界
に就職した私は、当時流行して
いたマクルーハンのメディア論
を読み耽った。メディアはそれ
が伝える内容より、メディア自
体が人間を変えていくという話。
テレビを観ていると、人間がテ
レビになるというような話では
なかったか。
　確か書棚の奥にあったはず。
　再読すべく、私は本を探すこ
とにした。書棚の前に高く積ま
れた資料ケースを一つひとつ移
動させる。酷暑の中、書斎には
冷房もなく、それこそ汗まみれ
になって。夕闇も迫り、いよい
よ諦めるしかないかと思った矢
先、奥に積まれた本の間から見
覚えのある表紙が見えた。
 『メディアはマッサージである』*

揉
み
揉
ま
れ
て
人
間
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『ご先祖様はどちら様』で第10回小林秀雄賞、『「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー』 で第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。他の著書に『からくり民主主義』
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　今号の特集「デジタル時代の放送・メディア」
はいかがでしたでしょうか？　通信との融合や社
会環境の変化に伴い新たに生じる課題に多面的な
視点から触れました。私自身も放送・メディアと
の付き合い方が大きく変わったことを改めて認
識しました。暮らしの中で情報は欠かせません。
一方、真偽の区別が難しい映像写真やフェイク
ニュースも世間を騒がせ始めています。私たち一
人一人がますます判断力を求められる時代が来て
いるのではないでしょうか？　次号は「web3時代
のコミュニティ｜分散型自律組織｜（仮）」を取り
上げます。ご期待ください。（編集長：吉原貴仁）
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本誌は、わが国の情報通信制度・政策に対する理解を深めるとと
もに、時代や環境の変化に即したこれからの情報通信制度・政策
についての議論を高めることを意図しています。
ご寄稿いただいた論文や発言などは、当社の見解を示すものでは
ありません。

右側のQRコードからアンケートの
ご回答をお願いします。
回答期間は冊子の発行日から1年間です。
なお、アンケートには氏名など
個人情報を記入しないようお願いします。

アの空間的局在性がもたらした
捜索と回想というべきか。念の
ためにネットで検索してみると、
本のタイトル の「 マ ッ サ ー ジ

（massage）」は、「メッセージ
（message）」の誤植だったらし
い**。植字工がeとaを間違えた
そうだが、マクルーハンがマッ
サージのほうがピッタリだ、と
気に入り、そのままタイトルに
したとのこと。過去のエピソー
ドが瞬時に甦るのも電子メディ
アの特徴で、こうして私たちは
様々なメディアに揉まれて生き
ていく。メディアは「人間の拡
張」***だというが、そもそも「人
間」とは「人の間」。私たち自身
もメディアであり、毎日揉んだ
り揉まれたりしているのである。

*『メディアはマッサージである』マーシャル・
マクルーハン＆クエンティン・フィオーレ著
　南博訳　河出書房　1968年
** The Estate of Corinne & MarshallMcLuhan/
marshallmcluhan.com
***『メディア論　人間の拡張の諸相』Ｍ・マ
クルーハン著　栗原裕、河本仲聖訳　みすず
書房　1987年

背景
マーシャル・マクルーハン（1911〜1980年）
はカナダの英文学者・文明批評家。テレビ
時代のメディア論で60 〜 70年代に世界を
席巻した。インターネットの登場で再び、
注目されている。

●本誌は当社ホームページでもご覧いただけます。
　https://rp.kddi-research.jp/nextcom/
●宛先変更などは、株式会社KDDI総合研究所
　Nextcom編集部にご連絡をお願いします。
  （E-mail：nextcom@kddi.com）
●無断転載を禁じます。
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